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新年のご挨拶 

財団法人
建材試験センター

理事長　岩田誠二

平成17年の新年を迎え謹んでお慶び申し上げます。
旧年中は皆様方より多大の御支援，御協力を賜りましたこと厚

く御礼申し上げます。
昨年は，大型台風の度重なる襲来や，新潟県中越地震などによ

る災害の多い年でありました。暴風雨や地震などの防災対策に関
連する事業を推進している当センターとしては今後ともより一層
業務に尽力していかなければなりません。
さて，21世紀初頭にあたって社会・経済全般の改革が急速に進

行しております。建築基準法の改正による性能規定化や住宅品質
確保促進法の制定等により，建材の品質・性能による選択・購買
が進み，加えて最近のPFI（民間主導の公共サービス提供）の動
きが建築の性能発注を促すなど性能要求の強化がこれに拍車をか
けることになります。
また，CSR（企業の社会的責任）に対する認識が急速に拡まる

と共に各産業分野の製品に対する品質保証等への要求がより一層
強まり，各企業はその対応へと動き出しております。
このような社会的ニーズやユーザーニーズを背景に，この度工

業標準化法が大改正され，新JIS制度がスタートすることになり
ました。この改正を機に，企業は新JIS制度による製品認証制度
を活用した製品開発や品質管理体制の強化・見直しが図られるも
のと思います。
私共の建材試験センターは，この度のJIS制度改正に全面的に

対応するため，本年10月よりスタートする新JISマーク表示制度
（登録認証機関），既に発足しているJNLA制度（登録試験事業者），
ならびにCSB制度（特定標準化団体）に対し積極的に取り組み，
当センターの総合力が発揮できる体制の構築をめざして準備を進
めているところであります。
大変厳しい環境下でありますが，昨年策定した中期３カ年計画

をふまえ，建設資材・部材に関する総合的な試験・検査・審査・
認証機関としての業務や，ISOマネジメントシステム審査登録業
務など一連の業務を効率的，総合的に実施し，情報化時代に相応
しい情報サービスを提供できる第三者機関としての機能の充実を
めざし，役職員一同，鋭意努力してまいりますので，本年も引続
き御指導，御支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
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岩　田：あけましておめでとうございます。

昨年６月に工業標準化法が大きく改正されまし

たが，本年はいよいよ，その改正工業標準化法に

基づいた製品認証の第三者認証制度が始まりま

す。

私どもは昨年より登録認証機関となるべく準備

をすすめておりますが，本日は年頭にあたり，経

済産業省で基準認証を担当されている原山審議官

と建材産業界の集まりである日本建材産業協会の

富田専務理事とともに，この新 JIS制度について

の行政のお考え，建材産業界のさまざまなご意見，

登録認証機関候補としての私どもの準備の状況，

さらには新制度への期待，情報化社会との関連等

についてお話をしていきたいと思っております。

富　田：建材産業界では，昨年の工業標準化法の

改正とともに新制度への関心が高まっております

が，新制度へ対応するためにはどのように準備し

たらよいのか，またコストにどのような影響が出

るかといった不安があります。

一方，国際ルールに整合した新 JIS制度を活用

して新しいビジネスモデルが形成できるのではな

いかとの期待も持っています。

審議官：今年の４月から登録認証機関の申請が始

まり，10月から新JISマークの認証が始まります。

この時期に，建築材料関連の産業界の方，認証・

試験機関を代表する方とお話するのは非常に有意

義だと思っております。

今回の工業標準法改正の背景をお話しておきた

いと思います。国内的には，平成14年３月に閣議

決定された「公益法人に対する行政の関与の在り

方の改革実施計画」と平成15年３月に閣議決定さ

れた「規制改革推進３カ年計画（再改訂）」であ

り，基本的には認証・認定の分野においても国の

関与を必要最低限度にし，民間機関の能力を最大

限に活用していこうという考え方です。国際的に

は，WTO（世界貿易機関）のTBT協定（貿易の

技術的障害に関する協定）を踏まえ，従来から進

めてきたJIS規格の国際整合化を認定・認証分野

でも実施し，制度の仕組みを国際的に整合化した

ものへと転換して変革することにあります。この

ため，例えば，認証機関の登録基準として

ISO/IECガイド65（製品認証機関に対する一般要

求事項）を法律上に明確に位置づけました。

特集・新JIS制度 ①

新JISマーク表示制度・施行の年頭にあたって
―建設資材の製品認証への期待 ―

新春座談会

出席者：原山保人/経済産業省　大臣官房審議官（基準認証担当）

富田育男/社団法人 日本建材産業協会専務理事

岩田誠二/財団法人 建材試験センター理事長

【新JIS法の背景】



岩　田：建材試験センターでは，従来からJNLA

の登録試験機関として名乗りをあげておりました

が，対象の制約もあり，殆ど利用者がなく困って

おりました。今回の法律改正では，JNLA制度も

新JISマーク表示制度を支えるための機能が新た

に付与されましたので，今後，試験成績証明書発

行のニーズが多くなるものと思っております。こ

のため事業のITを活用した情報化が必要であると

考えております。

富　田：今回の改正点の一つとして，工場認証か

ら製品認証へと云うことですが，製品認証の場合，

エンドユーザまで含めたユーザが利用しやすいデ

ータベースが不可欠であると考えております。こ

のため，日本建材産業協会が推進している建材・

設備情報サービスシステム（KISS）の活用が期

待できると思います。

岩　田：建材試験センターも，新JIS制度での登

録認証機関候補連絡会の一員として活動するとと

もに，従来の指定認定機関，指定検査機関及び

JNLAの登録試験機関としての経験を活かしなが

ら準備をすすめておりますが，今回の制度改正は

抜本的なものであるだけに新JISマーク表示制度

を円滑にスタートする上で国の役割は重要だと考

えております。

富　田：今度の新しいJISマｰク表示制度の導入に

関して，主眼点としてはどんなところにあります

か？

審議官：現在のJISマｰク表示制度は昭和24年の工

業標準化法の制定から約50年間，その基本的仕組

みを維持してきたものです｡認証の対象となる品

目を国が指定する「指定商品制」をとってきてお

りました。平成16年末現在で532品目（約1,100規

格）が対象となっており，認証は基本的に国が行

って来ました。

新JISマｰク表示制度では，指定された品目に限

らず，認証可能な製品規格であれば，あらゆる品

目について認証を受け，マークを付けることがで

きます。認証は国際スタンダードに則って行われ

ますから，JISの認証を受けることで，世界に通

用する規格を世界に通用する方法で認証を受けた

ことになるのです｡また，直接国が認証するので

はなく，国の登録を受けた民間の認証機関が認証

するという仕組みになります｡

岩　田：建材試験センターでは，ISO/IEC 17025

（試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事

項）の要求を満たした製品試験の方法など認証手

順の考え方を内部で検討しております。新制度で
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【新JISマークの特徴】



は認証機関の責任が大変重くなりますので，苦心

しながら検討しているところであります。

富　田：業界では，JISマｰクのデザインも，これ

まで見慣れてきたマｰクから，新しいものに変わ

るのを心配している人もいるようですが？

審議官：制度改正によって，認証の主体が国から

民間の認証機関に変わることから，新旧のマーク

の識別を明確にするため，JISマークのデザイン

を変えることとしています。また，新JISマーク

では，誰が認証したのかを明示するため，登録認

証機関名又は略号を合わせて表示していただく必

要があります。デザインの案については一般の方

や事業者の方など幅広い方々を対象とした公募を

行ったところですが，近々最終的な案を確定させ

ようとしています。マｰクの変更は，マｰクの表示

事業者においては追加投資が必要になる場合もあ

るかとは思いますが，制度改正に伴い必要となる

ことですので，ご理解頂ければと思います。この

ようなことも踏まえて新しいマｰクのデザインに

ついて決めていきたいと思っています。

富　田：新しいJISマーク表示制度では，従来より

も多様な表示の仕方ができると聞いていますが？

審議官：新しい制度においては，時代の変化に対

応して，消費者などから新たなマーク表示のニー

ズがあれば，それに応えることができるようにな

ります｡また，通常の表示に加えて，特定の側面

に着目した表示ができるようになります｡それは，

特定の｢側面｣に着目して制定された規格について

の表示で，例えば，高齢者・障害者配慮の観点か

ら規定されたJIS製品規格があって，それに基づ

いて認証を受けた場合，規格の中の安全性などに

ついて規定された部分のみを満たしているという

ことになります。これはフルスペックのJISと区

分するためにマークのデザインを少し変える予定

です。今はリサイクルマｰクなど独自の表示が溢

れていますが，必要であればそういうものについ

てもJISマｰクで対応できるようになります。新し

い制度に変わることにより，色々な面で使い勝手

が良くなるといえるでしょう。

富　田：現在のJIS工場の大半は，生コン（約

4,000工場）とコンクリート２次製品（約1,800工

場）であり，その他の建材関連を入れると8,000

工場を越えております。この分野は特に認証制度

が必要とされている分野であり，公共調達などに

用いられております。しかし，本分野において新

JISマーク表示制度を有意義にするための課題が

色々あると思われます。

一方，現行の指定商品制から，それ以外の品目

にまで対象が拡がり，JISへの適合を示すに当た

って新JISマーク表示の活用が可能となることな

どから，自由度が拡がり，活用度合いが高まると

期待されます。

当協会では，協会独自の認定制度を幾つか設け

ており普及に努めていますが，新JISマーク表示

制度では側面表示がされるなど，新たな活用方法

も考えられます。

審議官：建材，土木分野はJISマーク制度の最大

ユーザーであることは十分認識しています。新制

度においてもJISマークが引き続き活用されるこ
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【建材・土木分野における新JIS制度への期待】

原山大臣官房審議官・経済産業省



とを期待しています。そのためには公共調達主体

に新JISマーク表示制度が現行制度と同等の信頼

性の高い制度であることを理解して頂くことが不

可欠となります。このため生コンやコンクリート

二次製品等の分野では，特に，分野別認証指針を

作成し，登録認証機関の行う認証業務の信頼性を

高めたいと考えています。また，必要があれば，

登録認証機関に対する立入検査や認証を受けた事

業者へ立入検査など，工業標準化に基づく措置を

厳格に執っていくつもりです。さらに，市場から

製品を買い上げて行う試買検査も従来以上に実施

していきます。このような取組を含め，新JISマ

ーク表示制度の仕組みについては，公共調達の関

係者に十分な説明を経済産業省からも行っている

ところであり，ご理解頂いていると考えています。

いずれにしましても，JISマークの信頼性を守

っていくためには，国による措置だけでなく，認

証を取得した事業者の方々のご努力がまずは重要

であり，さらに登録認証機関の役割が非常に大き

くなるものと思います。

岩　田：建材試験センターは，登録認証機関とし

てのISOガイド65の要求事項を満たし，公平性，

公正性，独立性を担保して，新制度の普及に貢献

したいと考えています。

認証システムの必要条件を維持していることは

もとより，何よりの強みはISO/IEC 17025の登録

試験事業者としての試験所を備えていることで

す。また，高度な試験技術と工学的知見を有する

職員を多数有しています。

認証業務では，JIS規格で分類されるＡ部門の生

コン，コンクリ－ト２次製品，断熱材，建材ボ－ド

類等からG,H,K,S,R部門にわたるガラス，耐火金庫

等の建材，窯業に関する製品類の対応が可能です。

岩　田：現在，約50の登録認証機関候補は，「新

JIS登録認証機関候補連絡会」のもとで４月から

機関申請に向けて，経済産業省と連携を取りなが

ら新 JISマーク制度の国の方策，認証機関の審査

や認証に差が生じないようなレベルを保つことな

どを協議しています。

審議官：新制度では，国に登録する認証機関は民

間の認証機関となりますが，新制度においても現行

制度と同等以上の信頼性を確保することが必要で

す。認証機関の登録に当たって，国は，法令に定め

られた要件に従って審査を行うこととなりますが，

登録認証機関は，工場などの品質管理体制をチェッ

クする能力と製品がJISに適合することを試験で確

認する能力の双方が求められることとなります。

具体的には，ISO/IECの定めたガイド65が認証機

関に対して求められる国際的な要求事項ですが，新

JISマーク制度でもこれを法文上に明記しています。

また，試験を行う能力については，試験所の満たす

べき国際的な要求事項として，ISO/IEC 17025とい

う規格がありますが，登録認証機関はこのうち，認

証業務に関係する部分については該当箇所を満たす

ことが求められています。建材試験センターは，こ

れまで，現行JISマーク制度での指定認定機関や

JNLA制度の認定試験所としての活動実績がありま

すので，これまでの実績を活かしつつ，新制度にお

いて主要な役割を果たしていただくといったことに

対する期待は大きいわけです。

審議官：JNLA試験所認定制度は，平成９年の工

業標準化法の改正で新設された制度で，非指定商

品分野での製品規格を対象に，JIS適合性の自己

適合宣言を支援することなどを目的とする制度と

して設けられました。JNLA標章付き試験証明書

があれば，製造業者の製品の試験データの信頼性

を高めることができます。

今回の工業標準化法の改正で，指定商品制が廃
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【優れた認証機関の育成】

【JNLA及びCSBの意義】
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止され認証の対象となる製品規格が拡大します。

試験所が認定制から登録制に改正され，製品規格

を対象にした認定区分がJISに定められた鉱工業

品に係るすべての試験方法を対象にした登録区分

に変更になりました。

岩　田：建材試験センターの試験所は，旧法の

JNLA制度で認定試験所に認定されていますが，

標章付き試験証明書を希望する依頼者は大変少な

い状況でした。これは，JNLA制度の意義が製造

業者に理解されていなかったことが考えられま

す。今回の法改正で，JNLA制度が理解され，認

定試験所が利用されることを期待しています。

富　田：新法で対象製品規格が拡大したことで，

第３者試験機関や自社の試験証明書が利用できる

機会が増えるでしょう。ただし，試験を行う機関

はISO/IEC 17025への適合性が求められ，この中に

「測定の不確かさ」という概念が含まれています。

岩　田：申請者の試験・検査部門の試験員には

「測定の不確かさ」について十分に理解が得られ

ていないようです。認証制度は，初回試験の実施

方法として，認証機関の試験室で行うことを原則

としています。

例外処置として登録認証機関の立ち会いによる方

法，第三者機関や申請者の試験所による試験データ

の活用も選択肢として示さていますが，いずれにし

てもISO/IEC 17025への適合性が求められます。

申請者が自ら行った試験の証明書を使う場合に

は，インハウスラボには登録試験事業者と同レベ

ルの能力が要求されるべきですし，申請者や試験

所を持たない認証機関が，このようなケースを選

択する場合は，試験の信頼性をいかに確保するか

が重要な課題であると考えています。

審議官：製品試験は登録認証機関の責任において

実施するものです。仮に申請者の試験所を利用す

る場合には，その試験所がISO/IEC 17025の要求

事項を満たしていることを登録認証機関が実証す

ることが必要となります。国は，登録認証機関が，

この実証を確実に行うことができるか否かをきち

んと審査していくことにより，信頼性を確保する

こととしています。

岩　田：建材試験センターは，CSB（特定標準化

機関）制度にも取り組んでいます。JISの制定，改

廃の迅速化を図ることで，いち早く認証制度に反

映させることができ，またISO規格の審議団体でも

あり，国際標準化にも貢献しています。認証業務，

試験業務，標準化業務を一体化することによって，

より適切に業務展開ができると確信しています。

富　田：業界，メーカーが最も関心を寄せている

ことは既存のJIS工場が新JIS制度に移行するため

にはどのような準備が必要なのか，品質システム

の何を変更するのか，経費がどの程度かかるのか，

審査がどのように行われるのか，サーベイランス

の頻度がどうなるかといったことですが，これら

について行政サイドから積極的に情報発信してい

ただきたいと思います。

審議官：事業者の方々が実際に準備される申請書

や資料，認証手順は登録認証機関が定めることに

なります。国は，その際の基準を認証指針として

定めます。この認証指針は日本工業標準調査会

【新ISマーク制度への移行】

富田専務理事・日本建材産業協会



JISマーク制度専門委員会において審議していた

だいていますが，昨年はこの専門委員会で大筋の

ご了承をいただいたところです。この中では，既

存のJIS工場の方々が円滑に新JISマーク制度へ移

行できるよう，工場の品質システムを変更しなく

ても良いよう措置していますし，工場審査におい

て，これまでの工場認定結果を活用できる旨定め

ているところです。サーベイランスの頻度につい

ては，現行の公示検査と同じ５年に１回とすべき，

あるいは，制度の信頼性の観点から毎年行うべき

といったご意見がある中で，３年以内に１回とし

たいと考えています。なお，頻度につきましては，

サーベイランスの結果などを踏まえて，５年後に

は見直したいと考えています。

岩　田：建材試験センターとしては，昨年12月の

新JIS制度についての説明会を東京で実施して，

制度の概要と申請者の手続きについて説明を行っ

ています。

当財団の機関誌「建材試験情報」，ウエブサイ

ト，メールニュース等を利用して明らかにできる

情報を流すとともに，今後10月までに説明会を数

回開催することを考えています。又，業界団体か

ら要請があれば個別に対応することも必要である

と思っております。

現行制度は３年間の移行期間があります。この

期間は現行制度と新制度とのダブルスタンダード

で動きます。従って，新制度に移行するために充

分な準備をすることが出来ると考えています。

審議官：３年の移行期間を過ぎた平成20年10月１

日からは，現行JISマークを表示すると工業標準

化法違反となりますのでご注意いただきたいと思

います。新制度のもとで認証取得を希望される事

業者の方々は，この３年の移行期間の間に新たに

登録認証機関に申請して製品認証を受けていただ

くことが必要です。どの認証機関が，どのような

分野で認証業務を行うのか，手数料はいくらかか

るのか，どのような方法で認証が行われるのかと

いった情報は，各登録認証機関がホームページ等

で公表することになります。事業者の方々は，こ

の情報をよく見ていただいて，自ら登録認証機関

を選択していただくことになります。

富　田：建築材料のメーカーの多くは中小企業

で，業績が悪いなかで，新制度に移行するために

新たな負担が生じると経営に大きな影響を及ぼす

ことになり，ひいては新制度が定着することを妨

げることも心配されます。

岩　田：新JISマーク制度により企業の経営，生産

管理，品質管理，営業活動等が効率的，合理的に

なるように制度の趣旨を生かして，知恵を絞るこ

とが企業と登録認証機関には求められています。

審議官：新制度では，これまでの工場ごとの認定

方式が製品認証の仕組みになります。例えば，複

数の事業所をまとめて一括申請するといったこと

も可能となります。企業の生産管理体制などの実

態を踏まえて，企業の活動が効率的になるように

工夫してもらいたいと考えています。また，企業

活動がグローバル化し，技術革新や市場ニーズが

ますます多様化するなかで，ITを活用するなどし

て従来の商習慣やシステムを打破することも大き

な課題となっています。このあたりの知恵と工夫

を民間に期待しています。

建材試験情報１　’05 11

特集・新JIS制度

岩田理事長・建材試験センター



岩　田：建材試験センターとしてはメーカー，販

売業者，輸入業者等からの幅広い業種からの申請

があるものと予想していますので，申請から認証

までの一連の業務の効率化は当然行うことになり

ますが，製品認証の情報に併せて製品情報を消費

者にどのように伝えるかといったことも重要な検

討課題ではないかと認識しています。

製品，品質，認証等の情報伝達の標準化も進め

ることにより，従来の商品，サービスの供給構造

も大きく変化すると考えています。

また，国土交通省が推進しているCALS／EC

（公共事業支援統合情報システム）では，公共事

業のライフサイクル（調査・計画，設計，入札，

施工，維持管理）の全般について，各種情報を電

子化し，ネットワーク技術を利用して，効率的に

情報の交換と共有化を図っています。このシステ

ムは企業の負担を軽減すると同時に，行政事務の

簡素，合理化につながるわけで，この効果も実証

されています。このような動向も産業界にとって

新たなビジネスモデルを考える上で参考になると

思います。

富　田：建材業界においても，東アジアを中心と

した地域との経済連携，地域的な自由貿易協定

（FTA）による経済のグローバル化にどのように

対応するかは取り組むべき課題です。本年から経

済産業省の後援，建材試験センターの協力のもと

に「日中建材・住宅設備関連産業交流セミナー」

を中国と日本の相互で開催する準備を進めていま

すが，製品の品質，信頼性は大きなテーマです。

製品の価値は消費者の信頼を得て認められるもの

で，品質のトレーサビリティ，製品認証と製品情

報をいつでも，どこでも，誰でもが確認できるユ

ビキタスな情報システムを提供することも必要で

はないかと考えています。

審議官：工業標準化法の第67条には，「国及び地

方公共団体は，鉱工業に関する技術上の基準を定

めるとき，その買い入れる鉱工業品に関する仕様

を定めるときには，日本工業規格を尊重しなけれ

ばならない」と定められています。建築基準法を

初めとして各種の法律上の根拠となる各種技術基

準には，多数の JISが引用されています。又，都市

再生機構などの工事共通仕様書，各官庁の調達物

品購入仕様書にも多数のJISが引用されています。

岩　田：国土交通省は平成15年３月に『公共建築

工事標準仕様書』等の17の技術基準類，工事書式

を国としての施策への対応，国際化への対応，関

係法令，基準，規格 類との整合等に対応すべく

「統一基準」を決定して，平成16年４月に改正が

行われています。『公共建築工事標準仕様書（建

築工事編）』ではJIS規格（A分野，S分野）が240

件引用されています。この標準仕様書は民間工事

でも使われるので各種建材のJISマーク表示はメ

ーカーにとって製品を販売できる条件になるので

はないかと思います。

富　田：新JISマーク制度は国際ルールに整合する

ことを目指した制度であること，製品のロット単位

での認証が可能であることからも，事業のグローバ

ル化と事業の多様な展開が期待できます。この制度

を利用して新しいビジネスモデルを展開することを

業界団体としても模索することになります。

岩　田：新JISマーク制度が現行制度以上に国民

に信頼されて定着し，国際的にも通用するマーク

となるために関係者のさまざまな意見に謙虚に耳

を傾けながら登録認証機関を立ち上げる準備を進

め，本年10月からの製品認証の申請受付がスムー

ズに開始出来るように関係する各機関と調整を進

めてまいります。本日は長時間に渡りありがとう

ございました。
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1. 新JIS法の背景とその狙い

日本の工業標準化制度は昭和24年６月１日の

「工業標準化法」の制定により現行制度が確立さ

れました。日本工業標準調査会の審議を経てJIS

（日本工業規格）を制定することと，制定された

JISへの適合性を評価して証明する「JISマーク表

示制度及びJNLA制度（試験事業者認定制度）」の

二本柱（昭和24年の制定以来，過去13回の改正が

行われていますが骨格となる二本柱は変っており

ません。）で構成され，我が国の産業技術発展に

少なからず貢献して参りました。

行政改革の検討の一環として，国から公益法人

が委託等を受けて行っている検査・検定制度等に

ついては，平成14年３月の閣議決定「公益法人に

対する行政関与の在り方の改革実施計画」におい

て，事業者の自己確認・自主保安へ移行すること

を基本原則としつつ，公共調達や消費者保護等の

観点から必要がある場合には，これまでの指定・

認定制度から，事業者の自己責任をベースに行政

の裁量なしに政府に登録された第三者機関（登録

機関）による実施へ移行することとされています。

JIS制度についても，JISマーク表示制度及び試験

所認定制度（JNLA）を平成17年度までに登録機

関による実施へ移行することとされており，その

具体化に向けた検討を行うことが必要となってい

ます。

また，平成15年３月に国の規制改革等を推進す

ることを目的とする閣議決定が行われました。

以上のような状況を踏まえ，新たな時代におけ

る規格・認証制度の課題を整理するとともに，政

策の方向性を示すことを目的として，平成14年６

月に日本工業標準調査会の下に「新時代における

規格・認証制度のあり方検討特別委員会」で検討

が開始されました。その成案として，

① ユーザーの多様なニーズに対応

② 国際整合化の確保により重複検査の排除

（ワンストップテスティング）の実現を可能

とするような新JISマーク表示制度及び新

JNLA制度を構築していくこと等を内容とす

る「新時代における規格・認証制度のあり

方検討特別委員会報告書」（平成15年６月）

が取りまとめられました。

その提言を実現するため，第159回通常国会に

「工業標準化法の一部を改正する法律案」を提出

し，平成16年６月９日に工業標準化法の一部を改

正する法律が公布されました。

2. JISマーク表示制度

JISマーク表示制度は，製品の使用目的に応じ

た一定の品質について規定されたJISに対し，製

品が当該JISに規定する品質等の各要件に合致し

ていると認められる場合，それを証明する「印」

として「JISマーク」をその製品や包装等に「表

示」することによって，当該製品がJISに適合し
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ていることを証明（認定）すると同時に，その品

質等を保証するものです。

JISマーク表示制度は，企業における工業標準

化の促進や品質管理の向上を図るとともに，製品

の購買者に品質特性を客観的に伝達する制度で，

昭和24年の制度発足以来，JIS規格の適合性評価

制度として

① 規制法規や公共調達での引用

② 企業間取引での購入要件

③ メーカーの消費者に対する情報発信ツール

④ 消費者の判断材料

等々に広く活用されてきました。

現行のJISマーク表示制度では，JISマーク表示

の対象製品（「指定商品」といいます。）は，その

時々の経済上，技術上の見地から主務大臣が指定

します。指定商品以外の製品にはJISマークを表

示することはできません。製造業者又は加工業者

がJISマークを表示するには，工場又は事業所単

位で主務大臣又は主務大臣が指定する者（指定認

定機関）に申請して，審査基準に基づき審査を行

うものです。

（1）JISマーク表示制度の改正点

新JISマーク表示制度は平成17年10月１日から

施行されます。

①「指定商品制」の廃止し表示対象製品を拡大　　

主務大臣がJISマーク表示制度の対象となる商

品等を限定する指定商品制を廃止し，認証可能な

JIS製品規格がある全ての製品について，認証を

受ければJISマークを表示することができるよう

になります。また，指定商品にあってはJISマー

ク表示以外のJIS該当性表示が禁止されていまし

たが，これも指定商品制の廃止に伴い，JISマー

ク表示以外の手段によるJIS適合表示ができるよ

うになります。

これにより，事業者，消費者等の製品認証に対

する幅広い要求に応えることが可能となります。

（図１参照）
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図１　指定商品制の廃止による自由度の高い制度へ



② JISマーク表示の事業者の拡大

従来までのJISマーク表示の申請は，製造業者，

加工業者，外国製造業者，外国加工業者に限られ

ていましたが，これに加え国内の輸入業者，販売

業者，外国の輸出業者についても，認証を取得す

ればJISマークを表示することができるようにな

ります。また，工場ごとに認定を受けなければな

らないという制約は無くなります。

③「国による認定」から「民間の第三者機関によ

る認証」へ

これまで国が直接認定を行っていた制度を改

め，国により登録された民間の第三者機関（登録

認証機関）から認証を受けることによって，JIS

マークを表示することができる制度になります。

新制度では，登録基準を満たした民間の認証機関

が，認証ニーズを反映しつつ認証業務を行うこと

から，ユーザーの利便性が向上されるものと期待

されます。

なお，登録認証機関が行う認証業務の水準を一

定に保つため，国は認証業務のガイドラインとな

る認証指針を定められます。

④ 国際的に整合した適合性評価制度へ

認証機関の登録基準に「国際標準化機構及び国

際電気標準会議が定めた製品認証を行う機関に関

する基準（ISO／IECガイド65）」が採用され，国

際的に整合した適合性評価制度となります。

（図２参照）

⑤ 国による制度の信頼性の確保措置

登録認証機関に対する国による監督措置（報告

徴収，立入検査等）について所要の規定がなされ

るとともに，登録認証機関から認証を受けた事業

者に対しては，登録認証機関によるチェックが行

われることに加え，国も必要に応じて報告徴収，

立入検査及び表示の除去命令等を行うことができ

ることとすることにより，新JISマークへの信頼

性を担保します。また，消費者やユーザーへの積

極的な情報提供，苦情の収集・適切な処理，さら

には試買検査による補完により，制度の信頼性の

維持・向上に万全を期します。

⑥ JISマークのデザインの変更

JISマーク表示制度の仕組みが変わることから，

これに合わせてマークのデザインも変更されます
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（新デザインは，公募を経て決定される予定）。こ

の際，特定側面（安全，環境等）に係るJISに適

合したことを示すJISマークを新たに整備されま

す。

また，事業者や消費者からのニーズを踏まえ，

認証の対象となる製品規格を整備することによ

り，多様な認証ニーズに対応できるようになりま

す。なお，マークは，対応する規格の種類に応じ

て使い分けられるものとし，マークによる情報提

供機能の充実により消費者等の製品選択に資する

ものとなります。（図３参照）

（2）経過措置

① 登録認証機関の登録申請等は，平成17年４月

１日（法施工前）から受け付けることとしま

す。

② 法施行の際，現に認定を受けている者（「既認

定業者」）は，改正後も３年間に限り（平成20

年９月末まで），現行JISマークを付すること

ができることとなります。この間，既認定業

者に対する公示検査等所要の監督制度は維持

されます。

③ ３年間の経過期間終了後は，何人も現行JISマ

ークを付することが禁止されます。（ただし，

平成20年９月末までにマークを貼付した在庫

品についての販売・出荷は禁止されません。）

④ 改正法施行前に行われた認定申請でその認定行

為が完了していないものについては，経過措置

期間中にあっては，従前のとおり認定等が行わ

れます。

3. 試験事業者認定制度（JNLA制度）

JNLA制度は，平成９年に創設された国による

試験事業者認定制度です。

現行のJNLA制度では，JISマーク指定商品以外

の鉱工業品に係る試験の事業を行う者は，主務大

臣（経済産業大臣が主務大臣となる場合は，独立

行政法人製品評価技術基盤機構が権限を委任され

ています。）に申請し，主務大臣が定める基準

（試験を的確・円滑に行う技術的能力を有する，

試験を適性に行うに必要な業務の実施方法を定め
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図３　JISマークのデザインの変更
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ている。）に適合している旨の認定を受けること

ができます。（このようにして認定を受けた事業

者を認定試験事業者といいます。）

認定試験事業者は，認定されている区分に係る

試験を行ったときは標章（JNLAロゴマーク）を

付した証明書を交付することができます。

（1）JNLA制度の改正点

新JNLA制度は平成16年10月１日から施行され

ます。

現行の国が試験事業者を認定している制度か

ら，登録要件「国際標準化機構及び国際電気標準

会議が定めた試験所に関する基準（ISO／IEC

17025）」を満たしている試験事業者の試験所

（登録試験所）を国へ登録する制度になります。

① 試験証明書交付対象の拡大

現行JISマーク表示制度の対象となる指定商品

に対して行う試験は，現行JNLA制度の対象から

除外されていましたが，指定商品制の廃止に伴い，

鉱工業品に係るすべて試験方法規格をJNLA制度

の対象とすることとし，JISに定める方法により

試験を行った場合には，JNLA標章付き証明書を

交付することができるようになります。

② 国による制度の信頼性の確保措置

登録試験所に対する国による監督措置（報告徴

収，立入検査等）については所要の規定がおかれ

ます。

（2）経過措置

法施行の際，現に認定を受けている試験事業者

は，旧法で定める区分について，新法による登録

を受けたものとみなされます。

登録に更新制が導入されたことに伴い，登録を

受けたものとみなす期間については，施行後２年

間又は認定を受けた日から更新期間（３年を超え

る政令で定める期間）までのいずれか長い期間と

なります。

4. 建材試験センター（JTCCM）の取り組み

（1）組織横断的取り組み体制

これら一連の制度改革に組織的に対応するた

め，当センターでは平成16年７月に標準部を発足

させ，標準部を中心に組織横断的にこれらの業務

に取り組む体制を整備しました。新JISマーク

（Ｍ），JNLA（Ｌ），特定標準化機関CSB（Ｃ）を

３本柱とするMLSプロジェクトを立ち上げ平成

17年４月１日の認証機関の登録申請受付開始に向

けて検討を進めております。

① JISマークでは，従来から指定認定機関，指定

検査機関として認定・検査業務に取り組んでお

り，土木・建築部門では，主要な位置をしめて

おります。JNLA関係では，試験所がISO/IEC

17025に基づく品質システムを構築しJNLA制

度に基づく試験事業者として認定を受けてお

り，また，国内有数の建築・土木材料の試験機

関として数多くの実績を有しています。

新JISマーク制度では，規格適合性の確認は

指定認定機関の試験設備を用いて，指定認定

機関の職員が行うのが原則となっており，次

の４方法が許容されています。

ａ. 申請者の試験所で，登録認証機関の試験員

が実施。

ｂ. 申請者の試験所で，申請者の試験所の試験

員が実施し，登録認証機関の試験員が立会

う。

ｃ. 第三者試験機関で実施。その結果を登録認

証機関に報告。

ｄ. 申請者の試験所で，申請者の試験所の試験

員が実施。その結果を登録認証機関に報告。

当センターでは，これらの何れの方法にも的確

に対応できる技能と力量を有する職員を擁してい

ます。



② CSB関係では，当センターはこれまで土木・

建築部門で100件以上のJIS原案作成の実績が

あり，団体規格である建材試験センター規格

（JSTM）を60件以上制定しております。また，

ISO/TAG8（建築）の他，TC146/SC6（室内

空気/室内汚染物質の測定方法等）及び

ISO/TC163/SC1（建築環境における熱的性能

とエネルギー使用：試験及び測定方法）の国

内審議団体を引き受けております。また最近，

中央試験所長がTC162（ドア及び窓）の国際

議長を引き受けるなどの国際標準化活動も積

極的に関与しております。

（2）新JIS法に対応した情報システムの構築

① 建築・土木材料では，ライフサイクルが長い

ことから，高い「性能，コスト，信頼性」が

要求されます。

製品認証に力点を置いた新JIS制度での新マ

ーク表示のイメージは図３のとおりですが，

限られたスペースに多くの情報を表示するの

は困難であり，さまざまな付加情報を伝える

には情報技術の活用を検討すべきであると考

えております。

一般認証指針（案）では，JISマークには登

録認証機関の名称又は略号の付記を義務づけ

ており，その他，以下の事項から選択するこ

とを規定しています。これらを決定するに際

しては，多くの関係者のニーズを考慮する必

要があります。このためには情報技術の活用

が不可欠です。

ａ. 製品等の種類・等級（日本工業規格に定め

られている場合）

ｂ. 製品等の特定の側面（日本工業規格に定め

られている場合）

ｃ. 製品等の目的付記（日本工業規格に定めら

れている場合）

ｄ. 日本工業規格の番号

ｅ. 認証取得者名又は認証番号

ｆ. 製造の時期又は略号

ｇ. 製造業者及び／又は製造工場の名称又は略

号

② 性能値の種類は，一般に下記に示す関係があ

ります。これらを如何に公開するかが重要で

あり，上述した項目だけでは製品の差別化が

できません。

これらデータの適切な公開は，規格の適切

な見直し，商取引，技術進歩等に役立つもの

と確信しております。

小

規制値≦国際規格≒JIS規格

＜カタログ値≒社内規格＜実測値

大

5. おわりに

当センターは，建築・土木分野の資材の試験業

務，JIS，ISOの認証業務，JIS原案作成等の業務

をこれまで以上に有機的に連携しながら生産者，

使用者のニーズを的確に捕らえ，新JIS法の理念

の実現に努力して参りたいと考えております。
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1. はじめに

製造業者等の新JISマーク表示認証は，本年10

月に申請受付開始となります。当センターは，登

録認証機関を予定しており，その業務を行う事務

所を本部・標準部に設置予定しています。

標準部では，４月の登録認証機関の登録申請に

向けて，一般認証指針（案）に基づき製品認証の

申請，初回適合性評価（製品等の初回製品試験及

び製造工場の初回工場審査），認証の決定，認証

契約，認証の変更，認証維持検査，認証マークの

使用，日本工業規格の変更の実施などについて，

登録予定認証機関即ち当センターとしての認証手

順等の作成に取り組んでいます。認証手順の作成

にあたっては，製品認証の範囲と関係する工業界，

関係機関，団体等と調整しながら進めているとこ

ろです。

2. 認証指針の位置付け

登録認証機関の認証業務は，国が定めた認証指

針（ガイドライン）に基づいて行うこととされて

います。その認証指針は，図１に示すような「一

般認証指針」と「分野別認証指針」で構成されて

います。

一般認証指針は，ISO/IEC ガイド67（適合性評

価－製品認証制度の基礎（制度の分類））の「シ

ステム５1）」に基づいて手順を定めたISO/IEC ガ

イド28（第三者製品認証制度の指針）を基礎と

特集・新JIS制度  ③

一般認証指針(案)に基づくJTCCMの
認証手順(案)
米澤房雄＊

図１　新JISマーク表示制度における認証指針の構成

＊（財）建材試験センター本部事務局　上級専門職（標準部）



して，登録認証機関が行う「認証の業務の方法」，

「認証マーク等の特別な表示の事項」及び「品質

管理体制の事項」を定めたものです。また，登録

認証機関は，登録認証機関としての適合性評価の

資格要件に，ISO/IEC ガイド65（製品認証機関に

対する一般要求事項）が要求されています。

一般認証指針（案）は，分野横断的に適用可能

な共通的事項を定めた指針であり，分野別認証指

針（案）は，業種・製品の特性により一般認証指

針では対応できない場合に限り，業種・製品特性

別に特例事項を定める指針です。例えば，分野別

認証指針におけるJIS規格の具体的例示では，レ

ディーミクストコンクリート（JIS A 5308），コ

ンクリート二次製品（JIS A 5731～5733）等の

生産工場数が比較的多く有していることから，関

係団体が参画した委員会を構築して，分野別認証

指針としての審議・策定を行っているところで

す。

3. 製品認証の範囲

1）認証の申請

認証の対象とする製品等（製品，製品群，材料

等）は，適合性の評価を対象とする日本工業規格

に基づく製品規格です。即ち，これら製品等は，

品質要求事項を規定したフルスペック規格の製品

規格となります。ただし，寸法規格のみによる製

品等は，認証の対象外となります。また，部分的

な品質要求事項を規定した製品規格（モジュール

規格）を用いる場合は，認証マークの特定の側面

に係るものとして，製品等の認証に適用するもの

となります。

製品認証を申請する申請者は，製品等を製造す

る国内又は海外の製造業者，加工技術を用いて鉱

工業品を加工する加工業者，製品等の販売或いは

OEM方式による販売業者，製品等の輸入又は外

国において輸出を専門とする輸入又は輸出業者と

します。

認証を申請するための申請書は，以下に示す５

つの事項の記載のほか，初回適合性評価に係る品

質管理実施状況説明書及び当センターが定めた要

求事項に適合する説明資料の提出が必要となりま

す。

① 申請者の名称，所在地

② 認証対象となる製品等の名称

③ 認証の区分

④ 認証の対象範囲となる全ての製造工場の名

称，所在地

⑤ 製品等に適合する日本工業規格の番号，名

称

2） 認証の区分

認証の区分は，日本工業規格ごとを原則として

いるので，当センターでは，JIS規格で分類され

ている部門記号Ａの土木及び建築を主として，そ

の他，部門記号Ｇ・鉄鋼，部門記号Ｈ・非鉄金属，

部門記号Ｋ・化学，部門記号Ｒ・窯業，部門記号

Ｓ・日用品の一部を製品認証の区分として予定し

ています。これらの部門を認証の対象としたのは，

当センターの基盤中枢である中央試験所や西日本

試験所の総合的な試験事業，また現行JIS工場表

示制度に基づくJIS工場認定の指定認定機関及び

公示検査に係る事業，そしてISO 9001，14001等

の登録審査に係る事業の３事業において三位一体

となり，永年築き挙げた経験と実績によるもので

す。

また，新JISマーク表示制度と関連する新JNLA

では，中央試験所及び西日本試験所が，登録を既
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1）「製品等の規格適合性試験」，「製品等を製造す

る工場における品質管理に係る工場審査」及び，

認証後の「サーベイランス（認証を維持するた

めの検査）」を実施すことを前提に認証を行う

形式の製品認証制度



に取得しているJNLA（試験事業者）の試験区分

に加え，新規の試験区分を追加登録する予定です。

従って，このような背景やニーズに応じて，現況

における製品認証の区分を選択肢したものです。

登録申請する予定の認証の区分は，部門記号Ａ

では現行の指定商品規格を主体とした分野に加

え，非指定商品規格のシャッター構成部材，道路

用砕石，ボード類，アスファルトル－フィング，

木構造用金物，コンクリート用化学混和剤ほか，

鋼管足場等を含めた各分野とし，約123規格にな

ります。その他の部門については，PC鋼線ほか，

アルミニウム押出形材，ペイント系，れんが，ガ

ラス類，耐火金庫等の各分野で，約25規格を予定

しています。

なお，日本工業規格ごとを原則としている認証

の区分には，次のいずれか又はJIS規格との組合

せにおいても認証の対象となります。これらは，

具体的な分野別の認証の区分として，認証手順の

中で作成しているところです。

① 特性の共通した製品群で，複数のJIS規格の

要求事項に跨るような製品（例えば，鋼材

など）

② JISに定める種類，等級毎の製品（例えば，

レディーミクストコンクリートなど）

4. 製造工場の初回工場審査

1）初回工場審査の方法

初回工場審査では，申請者に対して申請者の製

造工場に関する品質管理実施状況説明書及び当セ

ンターが定めた要求事項に適合する説明資料等の

提出が求められます。これは，申請者の製造工場

で製造される認証対象の製品等に係る品質管理体

制を評価するための手続きとなります。また，審

査を円滑に行うために，申請者は製造管理部門と

独立した必要な権限と能力を有する品質管理責任

者を特定しなければなりません。

初回工場審査は，社内規格，管理記録，製造工

程中で実施した製品等の適合性評価に係る測定，

試験･検査の記録等について確認し，品質管理体

制を評価します。

申請者は，品質管理実施状況説明書について，

次のいずれかを選択できます。

① 資材，製造方法，検査方法，製造設備，試

験･検査設備等の技術的生産条件に基づく品

質管理体制に関する説明書（一般認証指

針・附属書２の品質管理実施状況説明書の

基準（Ａ））

② 品質マネジメントシステムに係るISO 9001

又はJIS Q 9001に基づく品質管理体制に関

する説明書（一般認証指針・附属書２の品

質管理実施状況説明書の基準（Ｂ））

③ 当センターが上記①又は②と同等であると

判断できるもの

2）品質マネジメントシステム審査登録等の結果

の活用

申請者が品質マネジメントシステム（ ISO

9001）の審査登録証の写し及び審査登録報告書

の写しを申請書に添付した場合は，初回工場審査

において，当該審査登録結果を品質管理実施状況

説明書の該当部分に活用できます。

これには，申請者の製造工場の品質管理体制が

ISO 9001又はJIS Q 9001に基づいて実施してお

り，かつIAF（国際認定機関フォーラム）のMLA

（相互承認協定）に署名している認定機関から認

定を受けた審査登録機関による審査登録を取得し

ていることが，必要条件となります。

また，申請のあった製造工場が工業標準化法

（旧法2））第19条第１項又は第25条第１項に基づ

き認定されている場合は，認定書の写しを申請書

に添付したとき，その認定書の製造工場の範囲と

建材試験情報１　’05 21

特集・新JIS制度

2）現段階では現行法。



申請に係る製造工場の範囲が一致する場合におい

て，品質管理実施状況説明書の書面審査で置き換

えることができます。

5. 製品等の初回製品試験

1）試験用の製品等（サンプル）の抜き取り

初回製品試験を実施するために，実際の試験用

のサンプルの抜き取りは，当センターの審査員若

しくは試験員が行います。サンプルの抜き取り方

法やサンプル数は，当センターが定めた分野別の

認証手順によるものとします。

試験用のサンプルは，製造工程を代表するもの

で，所定の原材料，部品等を用いて，所定の製造

設備及び製造方法により製造されたものとします。

なお，試験用サンプルが試作品の場合は，特例

として初回製品試験を行うことを認めるものとし

ます。この場合は，対象となる製品等の製造開始

後の試験用サンプルとの品質性能の適合性を把握

するために当センターが検証を行います。

また，試験用サンプルに前処理を必要とする場

合（例えば，レディーミクストコンクリートの圧

縮強度試験用供試体等）又は試験時間が長くなる

等の事情については，初回製品試験の開始が初回

工場審査の前に実施することは可能です。この場

合は，当センターは，初回工場審査時で当センタ

ーの審査員等が予め抜き取った試験用サンプルに

ついて，次の事項の確認を行うものとする。

① 試験用の製品等（サンプル）は，認証対象

の製品等が製造工程を代表しているもの。

② 試験用の製品等（サンプル）の抜き取り後，

製造工場の品質管理体制に変更や修正があ

った場合，そのサンプルが品質管理体制の

変更や修正においても初回製品試験として

適合すること。

2）初回製品試験の実施

当センターでは，対象となるJIS規格に基づい

て初回製品試験を実施しますが，試験は当センタ

ーの中央試験所（埼玉･草加市）又は西日本試験

所（山口･山陽町）で行うことを原則とするもの

の，一般認証指針（案）では，初回製品試験の実

施方法として，当センターの両試験所以外の試験

所で行うことが可能となります。この場合の実施

方法は，以下に示すような方法が例示されていま

す。

〈登録認証機関･当センターの立会いによる方法〉

① 申請者の試験所で，当センターの試験員が

試験を実施する場合。

② 申請者の試験所で，申請者の試験所の試験

員が試験を実施し，当センターの試験員が

立会う場合。

〈登録認証機関･当センターの両試験所以外の試験

所等による試験データを活用する方法〉

③ 第三者試験機関で実施し，その結果を当セ

ンターに報告する場合。

④ 申請者の試験所で，申請者の試験所の試験

員が試験を実施し，その結果を当センター

に報告する場合。

なお，登録認証機関･当センターでは，これら

の実施方法に対して，申請者の試験所又は第三者

試験機関がISO/IEC 17025（JIS Q 17025「試験

所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」）

の該当する要求事項を満足しているかどうかを検

証します。即ち，当センターの立会いによる方法

の①及び②の場合は，申請者の試験所である試験

設備，試験員等がISO/IEC 17025の該当する要求

事項を満足していること，また第三者試験機関又

は申請者の試験所が作成した試験データの活用の

③又は④の場合は，ISO/IEC 17025に規定する要

求事項の中で該当する部分を満足している能力を

有していること，などをどのような認証手順でも

って実証しなければならないか，具体的に定める

必要があります。例えば，ISO/IEC 17025の要求
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事項に基づいた「試験要員等の教育訓練」，「試

験･校正方法及び方法の妥当性確認」，「設備･測定

等のトレーサビリティ」，「試験･校正結果の品質

の保証」等について検証を行いますが，①から④

までは段階順に厳しく精査されます。

6. 認証維持検査

認証維持検査は，「認証維持工場審査（製造工

場の品質管理体制のサーベイランス）」及び「認

証維持製品試験（製品等の日本工業規格への適合

性のサーベイランス）」を実施するものです。

認証維持検査は，認証された日から起算し３年

以内に１回行うこととしますが，分野によっては

期間の異なる場合もあります。これについては，

一部の分野別の認証手順の中で作成するところと

なります。

1）認証維持工場審査

認証維持工場審査は，製造工場の品質管理体制

が初回工場審査の時に確認した品質管理実施状況

説明書の内容のとおり維持･運用されていること，

かつ効力を有していることを確認するものです。

なお，当センターでは，IAFのMLAに署名して

いる認定機関から認定を受けた審査登録機関によ

るISO 9001審査登録制度のサーベイランス結果等

の適合性評価機関結果を有する場合は，これらを

活用するものとしています。

2）認証維持製品試験

認証維持製品試験におけるサンプルの抜き取り

方法や試験の実施方法は，初回製品試験と同方法

で行います。

これは，認証維持工場審査時に抜き取ったサン

プルの試験を行い，当該製品等がJIS規格に適合

しているかどうかを確認するものです。

認証維持製品試験の項目は，初回製品試験の項

目のうち，当センターが分野別製品ごとに定めた

認証手順に基づいて実施します。

3）その他の認証維持検査

認証された製品等が特注品の場合，高価なサン

プル（例えば，耐火金庫等） や初回製品試験が

極めて複雑な製品等の認証維持検査は，当センタ

ーでは初回製品試験の全要素を必ずしも繰り返し

実施する必要性はありませんが，認証手順に定め

た方法で実施することとしています。

従って，この認証手順では，認証維持工場審査

のみとするか，或いは初回製品試験における試験

用サンプルの仕様と同等であることを確認するた

めの簡易な試験を行うことをも含め，検討してい

るところです。

次に，臨時の認証維持検査は，以下の事項が生

じたときに実施します。

① 認証された製品等の仕様変更がJIS規格への

適合性，或いは技術的生産条件の変更が製

造工場の品質管理体制の適合性に影響する

場合。

② JIS改正が製品等の適合性，或いは製造工場

の品質管理体制の適合性に影響する場合。

③ 製品等のJIS規格への適合性，或いは製造工

場の品質管理体制の適合性にについて第三

者から苦情の申立てによる場合

7. 認証マーク

1）認証マーク

認証マークは，認証契約に基づいて認証取得者

が適切に表示等を行わなければなりません。表示

の管理について，当センターは記録帳票，カタロ

グ，電子情報（インターネット，POS等），など

を確認することを検討しています。

認証取得者に対する認証マークの表示方法は，

以下に示す事項で行わなければなりませんが，当

センターとしては，分野別製品等の認証手順で対

応することを検討しています。

① 認証された製品等の本体，包装，容器，送



付状等の箇所に表示すること。

② 認証された製品等の購入者が容易に識別で

き，容易に消えない方法の表示をすること。

③ 認証マークの形状が改変されない方法で表

示すること。

2）付記事項の表示

認証取得者が認証マークに付記する表示事項

は，認証契約で定めた当センターの名称又は略号

のほか，以下に示す事項について表示するものと

します。

① 製品等の種類･等級（JIS規格で定められて

いる場合）

② 製品等の特定の側面（JIS規格で定められて

いる場合）

③ 製品等の目的付記（JIS規格で定められてい

る場合）

④ 日本工業規格の番号

⑤ 認証取得者名又は認証番号

⑥ 製造の時期又は略号

⑦ 製造業者或いは製造工場の名称又は略号，

また製造業者又は製造工場が複数の場合は

その識別表示

8. 認証契約

認証契約は，登録認証機関が認証取得者に認証

の決定を行った後，認証取得者と締結することと

なります。即ち，認証契約を締結することによっ

て，認証取得者は認証マークの表示をすることが

できます。

認証契約の様式は，以下に掲げる事項について，

原則的に明示するものとされるので，当センター

は認証手順で詳細を作成しているところです。

なお，一般認証指針（案）の附属書３で示され

ている契約書（参考例）について，項目のみを紹

介します。（次ページ表１参照）

① 認証契約の有効期間

② 認証マーク使用許諾の条件，誤用の措置

③ 認証維持検査の条件

④ 技術的生産条件等の変更に係る通知

⑤ 苦情等の処理

⑥ 認証マークの使用停止

⑦ 認証の証明

⑧ 守秘義務

⑨ 異議申し立て

⑩ 認証マーク等の表示の事項及び方法

9. おわりに

登録認証機関を予定している当センター･標準

部は，新JISマーク表示制度を円滑に進める上で，

また認証業務の信頼性のポテンシャルを高めるた

めに，現在業務規程として位置付けられる認証手

順を作成しているところです。

新JISマーク表示制度に係る最新情報，建材試

の取り組み，或いは認証手順の考え方などについ

て，多くの方々に情報を提供していく為に昨年12

月に引き続き，２月に説明会を開催しますが，４

月の認証機関登録後にも説明会を予定致します。

その都度，本誌，HP等でご案内致します。
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表１　認証マーク等の使用に係る契約書（参考例）

認証マーク等の使用に係る契約書(参考例)

認証取得者（以下，「甲」という。）と登録認証機関（以下，「乙」という。）は，乙の認証に基づ

く甲に対するJISマーク及び乙の名称／略号を含む付記事項（以下，認証マークという。）の使用に

関し，次のとおり契約する。

第１条　（用語の定義）

第２条　（権利及び義務）

第３条　（認証マーク等の使用及び範囲）

第４条　（試験用製品等の提供）

第５条　（改善勧告）

第６条　（改善中の認証マーク等の使用の停止）

第７条　（承継）

第８条　（試験等に際しての損害）

第９条　（第三者への業務の委託）

第10条　（認証維持検査）

第11条　（認証製品等及び製造工場の技術的生産条件の変更）

第12条　（苦情への対応の記録）

第13条　（苦情等の処理）

第14条　（認証の公表等）

第15条　（機密の保持）

第16条　（認証に係る費用）

第17条　（契約の有効期間）

第18条　（認証マークの使用の一時停止及び認証の取消し）

第19条　（契約の解除）

第20条　（不可抗力による契約の終了）

第21条　（認証マーク等の抹消等）

第22条　（日本工業規格，国又は乙の認証の基準の変更）

第23条　（本契約に定めていない事項）
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1. はじめに

「工業標準化法（JIS法）の一部を改正する法

律」が平成16年６月９日公布されたことを受け，

新JNLA制度が同年10月１日より，新たにJIS法に

基づく試験事業者登録制度としてスタートしまし

た。

本制度は，経済産業大臣から権限委任を受けた

NITE認定センター（IAJapan）が「国際標準化機

構及び国際電気標準会議」が定めた試験所に関す

る能力を定めた規格（ISO/IEC 17025）の要求事

項に適合しているかどうかの審査を行い試験事業

者を登録する制度です。ここでは，これまでの試

験所認定制度（JNLA）の概要と新たにスタート

した試験所登録制度（新JNLA制度）1）の特徴等に

ついて紹介します。

2. 試験所認定制度（JNLA）の概要

平成９年９月に工業標準化法に基づく試験事業

者認定制度（JNLA）が創設されました。本制度

は，ISO/IEC GUIDE 58（JIS Z 9358）2）に適合す

る認定機関である独立行政法人製品評価技術基盤

機構（NITE）3）がISO/IEC 17025（JIS Q17025）4）

の試験所に対する要求事項に適合していることを

審査して試験事業者を認定するというもので，国

際ルールに基づいて運営されています。認定され

た試験事業者は，JISに規定されている試験又は

引用されている試験を実施する技術能力を持って

いることになります。ちなみに，従来（平成16年

10月１日以前）のJNLA対象のJIS規格は，製品規

格約3000規格中，土木建築部門では116規格，方

法規格2800規格中，土木建築部門では194規格で

した。

当センター中央試験所は，建築材料分野（現在，

土木・建築分野）の試験所としては，他の試験機

関に先駆けISO/IEC GUIDE 255）による品質シス

テムを構築し，平成10年８月11日付けで通商産業

大臣（現在，NITE理事長に業務移管）からJNLA

試験事業者として認定されました。認定された区

分の試験を実施した場合，固有の標章（JNLAロ

ゴマーク）付き試験証明書を発行出来ることにな

ります。（図１参照）

特集・新JIS制度  ④

新JNLAとJTCCMの取り組み

柳　啓＊

図１　JNLA，MRAロゴマーク　

＊（財）建材試験センター中央試験所　品質管理室長

MRAロゴマーク

JNLAロゴマーク



標章付き試験証明書により，JISマーク非表示

品目の自己適合宣言の信頼性を高めることができ

ます。また，MRA対応の試験証明書は，ILAC

（国際試験所認定協力機構）6）及びAPLAC（アジ

ア太平洋試験所認定協力機構）7）加盟国間の相互

承認協定（MRA）8）によって受け入れられるよう

になり，国際間の取引において重複して行われて

いた試験を省くことができる「One Stop Testing」

の実施が可能になります。

現在，当センターでは，下記に示すように国際

MRA対応試験事業者として３事業者（太字），

JNLA認定試験事業者として９事業所が認定され

ています。

①中央試験所品質性能部

②中央試験所工事材料部両国試験室

③中央試験所工事材料部草加試験室

④中央試験所工事材料部浦和試験室

⑤中央試験所工事材料部船橋試験室

⑥中央試験所工事材料部三鷹試験室

⑦中央試験所工事材料部横浜試験室

⑧西日本試験所

⑨西日本試験所福岡試験室

3. 新JNLA制度の概要

3.1 新制度の特徴

新JNLA制度の目的として「自己適合宣言の支

援策に加え，新JISマーク制度にも活用」が掲げ

られています。新制度の概要と特徴を下記に示し

ます。（図２参照）

① 試験事業者の「認定制度」から試験事業者 の

「登録制度」に移行。

② 認定の対象となる試験の範囲は，「指定商品

以外の鉱工業品に限定」から登録の対象とな

る「JISで定める全ての鉱工業品」となり，

「非指定商品の縛り」が無くなる。

③ 試験事業者の認定基準は，主務大臣が定める

基準「試験を的確・円滑に行う技術的能力を

有する，試験を適正に行うに必要な方法を定

めている。」から試験事業者の登録基準「国

際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた

国際的な基準（ISO/IEC17025＝JIS Q 17025を

指す）に適合する。」に移行（改正法第57条）。

④ 「更新性」の無い試験事業者認定制度から更

新性を導入」した試験事業者登録制度に移行。

（改正法第59条）なお，「登録は，３年を下ら

ない政令で定める期間（４年を予定；経済産

業省）毎にその更新を受けなければ，その期
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図２　JNLA制度の登録業務の流れ　



間の経過によって，効力を失う。」としてい

る。

⑤ 既JNLA認定試験事業者に関する経過処置につ

いては，「平成16年10月１日の施行日から起

算して２年を経過する日又はその認定を受け

た日から政令で定める登録の有効期間を経過

する日の何れか遅い日までの間は，新制度に

おける登録を受けているものとみなす。」と

定めている。（図３参照）

3.2 新JNLA登録区分の概要　

平成16年10月13日公示された新JNLA認定区分

の概要を以下に示します。（告示：「工業標準化

法に基づく登録試験事業者等に関する省令第１条

但し書きに基づく一区分として扱う試験方法を定

める件（経済産業320）」）

本告示は，新JISマーク制度に関連した「製品

のJIS適合性試験」が平成17年度から実施される

のに伴い，新JNLA認定区分設定の第一段階とし

て，従来の認定区分（非指定品目を対象）に指定

品目（約1200規格を対象。そのうち，Ａ分類は95

規格）を加え，区分の見直しを行ったものです。

法改正に伴うJNLA拡充計画については，NITE

に設置されている14あるJNLA等技術委員会分科

会（土木・建築分野，電気分野，鉄鋼・非鉄金属

等）が中心になって作業を進めているところです。

今回の法改正によって，JNLA対象JIS規格が大幅

に追加されることから，NITEでは，二段階に分

けて実施する拡充計画を策定しています。第１段

階（今回）では，「現行の指定品目約1200規格」

を追加した新登録分野・区分について，昨年10月

１日に登録試験所の登録を開始しています。次い

で，第２段階として，「現行の非JNLA品目約4300

規格」の追加作業を行い，平成17年４月１日に登

録試験所の登録を開始するとしています。

第一段階におけるJNLA拡充計画により，指定

商品に関する試験方法を中心にJNLA登録区分は，

101試験区分から482試験区分に拡大されました。

4. JTCCMの取り組み

当センターでは，試験業務に密接に関連する

「土木・建築分野」の試験区分を中心に登録申請

を行う準備を進めています。

新JNLA制度に基づく試験区分の登録に際し，当
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センターでは，つぎの３点を方針として掲げてい

ます。

① 新JISマーク製品の認証に係わる試験

（登録認証機関）

② 公示検査の実績のある製品の試験（需要が多

い試験）

③ 第三者試験機関として必要な試験

これらの登録が完了すれば，JIS規格，公共建

築工事標準仕様書等で要求されている建築・土木

分野の試験がほぼすべて対応できることになりま

す。

5. おわりに

現行の日本工業標準化法により，適用が制限さ

れていたJNLA制度が今回の法改正により本来の

機能を果たし，新JISマーク制度の一翼を担うこ

とになると思います。

また，WTOを中心とする自由貿易体制を補完

するものとして，政府が進めている２国間，地域

間のMRA（相互承認協定）及び最近注目を浴び

ている東アジアを中心としたFTA9）（自由貿易協

定）よる輸出入の際もJNLAの標章付きの試験証

明書は有効に機能することが期待されておりま

す。

注）
1）JNLA：試験事業者登録制度（Japan National Laborato-
ry Accreditation System）

2）ISO/IEC GUIDE 58（JIS Z 9358）：「校正機関及び試
験所の認定システム-運営及び承認に関する一般要求事
項-」

3）NITE：独立行政法人製品評価技術基盤機構（Nation-
alInstitute of Technology and Evaluation ）

4）ISO/IEC 17025（JIS Q 17025）：「試験所及び校正機
関の能力に関する一般要求事項」

5）ISO/IEC GUIDE 25（JISZ9325）:当時の適用指針で，
JIS Z 9325として規格化された。現在はISO/IEC 17025
（JIS Q 17025）に移行。

6）ILAC：国際試験所認定協力機構（International labora-
tory Accreditaion Cooperation）

7）APLAC：アジア太平洋試験所認定協力機構：（Asia
Pacific Laboratory Accreditation Cooperation）

8）MRA：相互承認協定（Mutual Recognition Arrange-
ment）

9）FTA：（Free Trade Agreement）
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1. はじめに

1.1 規格の社会的役割

標準化は，経済・社会活動の利便性の確保，生産

の効率化，公正性の確保，技術進歩の促進，安全や

健康の保持，環境保全等の観点から，製品の品質

に一定の水準を与えることができる「ものさし」

となります。

近年は，単なる「ものさし」としての役割のみ

ならず，技術革新の進展，社会ニーズの多様化，

WTO/TBT協定による国際標準化の重要性増大，

規制緩和の推進等，標準化をめぐる環境変化に伴

い標準化の役割も大きく変化しています。

1.2 我が国における標準化戦略

我が国においては，この標準化を取巻く変化に

適切に対応するため，日本工業標準調査会におけ

る「21世紀に向けた標準化課題検討委員会（平成

12年５月）」の報告を受け，産業競争力の強化，

社会ニーズへの的確な対応（消費者・高齢者・障

害者，環境保全），強制法規へのJIS引用の促進及

び国際標準化活動の基盤強化を重点とした工業標

準化戦略が推進されています。

（1）産業競争力の強化

1995年にWTO/TBT協定が発効されたことを受

け，透明性，公平性をもった国際整合化を確保し

た規格が必要となって来ました。そのため国際標

準が各国の産業競争力に影響を与えるとの認識が

高まっており，国際標準化を視野に入れたJISを

制定することが必要になりました。このため，先

端技術分野や研究開発成果を迅速に国内規格化

し，国際標準へとつなげることが産業競争力を確

保するための重要な課題となります。

（2）社会ニーズ対応

規格は，企業ニーズの他，使用者，消費者ニー

ズを十分に配慮した上で品質を規定する必要があ

ります。消費者の価値観が多様化し，地球環境や

安全志向，高齢者・障害者対応，リサイクル品，

福祉製品等の増加が進展しており，消費者ニーズ

に対応した標準化，とりわけ環境JISの作成が必

要とされています。一方，安全性や環境保護の分

野は強制法規の技術基準によって規制されている

場合が多く，これらの技術基準との連携に留意し

規格を作成する必要があります。

環境JISは，3R（リデュース，リユース，リサ

イクル）配慮製品，省エネルギー機器等の普及，

製品有害物質対策，環境汚染対策等の環境配慮を

目的とした標準化とされています。循環型経済社

会構築の観点から，リサイクルと廃棄物処理の統

合的推進等が課題として示されており，それらを

推進するための環境整備として環境・資源循環に

関連するJISに対する期待が高まっています。製

品本来の機能と製品のライフサイクルの各段階を

通じた環境のバランスを確保することにより，環

境保全に資するJISを通じた体系的な環境配慮を

推進していくことが提言されています。

特集・新JIS制度  ⑤
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（3）強制法規へのJIS引用の促進

規格・基準の性能規定化は国際潮流となりつつ

あります。このためにも，強制法規の技術基準と

JISの整合化，技術基準の性能規定化に伴う仕様

適合立証例示等としてJISを活用することが求め

られています。また，国際整合化された製品を供

給するために，性能規定化の一層の推進を受けた

任意規格の整備・体系化が必要とされています。

2. JTCCMでのJIS規格原案作成

2.1 JIS規格原案作成することの目的

JIS規格は，ISO／CASCO等で定める規格適合

性の第三者証明に資するものと認識しています。

換言すれば，製品の製造・販売者並びにユーザ・

消費者が共通の認識で公正に評価・判断可能とな

る公益的な規格とする必要があります。それと同

時に，規格作成は，当センターが試験・評価のみ

ならず所定品質の製品が安定供給されることを保

証・証明し，ユーザ・消費者の判断を支援する第

三者証明・認証などに繋がると考えます。

従って，当センターでは次の事項を基本原則と

した，規格作成を行っています。

① 国際規格の遵守

② 国際ルールに基づく規格適合性に関する認

証・証明との連動性

③ 国内法令基準との連動性と調和性

④ 国内産業の合理的な発展に寄与できる要件

整備の支援

⑤ 地球環境保全並びに健康安全性及びハンディ

キャップ者と共生社会形成の支援

⑥ 政策並びに公益的事業支援に資するもの

2.2 JIS原案作成業務

JIS原案は，“工業標準化法第11条”により国主

導のJIS原案が主でありましたが，民間団体等利

害関係者の積極的な関与を促すため，平成９年に

工業標準化法が改正され，“工業標準化法第12条”

による利害関係者からのJIS原案の申出が簡素化

されました。（CSBは12条に基づく手続きに限り

JIS規格原案の迅速化を図ることになります。）

当センターでは，11条及び12条による建築材

料・土木材料関係を中心としたJIS規格の作成，

並びにその管理を行っています。現在は，付表の

ように約100規格の規格原案作成団体として，JIS

規格の管理を行っています。また，毎年約5件程

度のJIS原案作成のための委員会を開催し，JIS原

案の作成を恒常的に行っています。

11条関係では，主に基礎的，基盤的な分野，

公共性の高い分野，政策普及の観点から必要な分

野を対象としていますが，当センターでは主務大

臣より委託を受けJIS原案を作成するために，技

術情報等を調査分析し，必要に応じて実験検証を

行うなど，基礎的なデータと基盤情報を収集する

ための調査研究を実施しています。

最近の調査研究の傾向としては，廃棄物抑制，

オゾン層保護，省エネルギー等の「環境・資源循

環」やVOC，ホルムアルデヒド等の「健康安全

性」など環境に関する分野を主として取組み，環

境JISを中心とした規格作成を行っています。

一方，12条では，当センターの発意による試験方

法規格等並びに製品製造者等で組織された工業会等

の要請を受けての製品規格等のJIS原案作成や，制

定したJIS規格の見直しによる改正を行っています。

2.3 規格のフォローアップ体制

制定・改正後のJISは，工業標準化法において

“少なくとも５年以内に見直しを行い，必要があ

ると認めるときは“改正”することとされていま

す。技術進歩を的確に反映するためには，JIS原

案作成団体は５年に関わらず，関連規格の動向な

どに注意を払いつつ，機会を捉え迅速かつ機動的

な見直しを行うことが必要です。このため，当セ

ンターでは，作成したJIS規格のデータベース化

を図り，問合せに対して迅速な対応を行うととも
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に，規格が適切な内容を維持できるよう内外の規

格関係者との連携を取りながら規格の維持管理を

行うなどの体制を整備しています。

3. CSB制度とは

3.1 CSBの定義・目的

CSB制度は，JISの制定又は改正に至る調査審

議及び事務処理の効率化・迅速化によって，技術

進歩の早い先端分野の標準化を促進するととも

に，我が国の戦略的な国際標準化活動の推進に寄

与することを意義としています。この背景には，

先述したように産業競争力強化，社会ニーズに対

応する市場創成，強制法規への引用の促進等新た

な標準化政策を推進していくため，民間活力等を

最大限活用し，迅速化・効率化を図るための新た

な体制を整備することがあります。

3.2 CSB制度の概要

現在，規格原案作成団体によって作成された

12条のJIS原案は，主務大臣に申出を行い，日本

工業標準調査会（JISC）に付議されます。JISC

に付議されたJIS原案は，技術分野ごとに設置さ

れた専門委員会及び担当部会の調査審議が行われ

た後，主務大臣に答申され，適当であると認めら

れれば官報で制定又は改正の公示がされます。

一方，CSBとして確認を受けている原案作成団

体が，CSB要件を満たして作成したJIS原案の制

定等を申し出た場合，原則として専門委員会の調

査審議を行わず，担当部会での調査審議のみとな

り，審議及び事務処理の効率化・迅速化を図るこ

とが出来る制度です。（図１）

3.3 CSBの組織的要件

CSBは，利害関係者の意見を十分に反映し，公

平性かつ公開性を確保するなど表１の一定条件

（CSB要件）に適合し，規格様式等も含めて適切

かつ確実なJIS原案を作成することができる体制

を維持していることなどが要求されています。

4. CSBに対するJTCCMの対応

規格作成は，国際標準化を視野に入れ，試験・

評価方法，マーク表示，各種マネジメントシステ

ムの指針等を踏まえた取組みが重要とされていま

す。当センターは，規格作成から試験，認証まで

の業務をトータルで行える数少ない機関です。工

業標準化法の改正を受けて，これまで当センター

が個別的に実施していた規格作成機能，試験機能，
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表１　特定標準化機関(CSB)の要件等



工場審査機能及び認証機能を統合した標準化事業

としての展開が予測されます。

工業標準化の転換期にある今，行政施策の収集

とその解釈・調整，各業界意向・ニーズの把握と

ニーズに基づく協議・調整並びに組織化が当セン

ターに課せられた課題であると認識しています。

国際化による規格の多様化，物流の活発化，企

業の社会責任の強化，環境問題，健康安全性など

を考慮すると，業界責任による規格化の動きは，

将来的には活発化すると予測されます。従って，

CSBによる規格作成の迅速化が業界の輸出入，社

会的要請，仕様書等への戦略的な対応，営業戦略

などの問題に対する業界メリットになると考えて

います。

規格の利用者（生産者・使用者）ニーズ，社会

ニーズを的確に把握し，それに合致した公平性，

透明性の高いJIS規格を作成するためにも，当セ

ンターが規格作成の事務局機能のみの役割ではな

く，規格が国際規格との整合性，法令・仕様書等

との連動性，さらには規定すべき事項までも提案

できる機能（相談業務を含めた）を確保したいと

考えています。

5. まとめ

これまで記述してきたとおり，JIS等の規格作

成は，試験・評価，マーク認証の基盤を成すもの

であり，同時にこの三者は相互情報交流によりス

パイラルに発展するものでもあります。これらの

概念を図示したものが図２となります。

他方，社会的に見ても規格作成は，製品評価の

始点であると同時に社会的な使用上の技術要求，

関連機材の技術・基準との調和並びに国際整合化

されたその時点での「評価尺度」の結果の反映で

もあります。従って，社会的により適確な規格を

作成するには，法令・仕様書要求を常に留意する

必要があり，ISO等に対しても同様となります。

CSB事業を遂行することは，単に生産者及び使用

者要求に基づく「評価尺度」の標準を作成するに

留まらず，関連技術との調和と新たな社会要求の

調査，国際技術動向の調査結果を踏まえる必要が

あり，この為には法令，仕様書作成機関等との情

報の交流が不可欠となります。当センターでは，

これら情報調査と交流をCSB事業の主要活動の一

つとして行っていく予定です。

付表 JTCCMが原案作成団体となっているJIS原案 次頁に掲載
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付表 JTCCMが原案作成団体となっているJIS原案
（2004.11.30現在）
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□安保闘争のあった1960年の８月，フルブライト

留学生として始めてアメリカの土を踏んだ。家族

や先生方や大勢の友人に見送られて横浜の埠頭か

ら旅立ったのはつい先日のように思い出される。

それは大学院博士課程２年のときで，今でも横浜

港に姿を見せている氷川丸の最後の航海であっ

た。

□大学院では，木村幸一郎先生と井上宇市先生に

師事していた。そのころ木村先生が太陽熱利用の

研究でいくばくかの文部省科学研究費補助金を受

けられ，井上先生と助手でもあった私とで校舎の

屋上に太陽熱給湯の実験装置を作った。装置は鉄

板に鉄管を溶接してガラスを被せた箱に入れて集

熱器とし，蓄熱槽はドラム缶に保温して架台に載

せたもので，ゴツイものであった。それ以前にも

農家で太陽温水器は使われていたが，自然循環で

集熱ができることをこの眼で確かめ，集熱量を測

定したという経験は大きな喜びであった。

大学院に進学する前の年，掲示板に卒論のテー

マとして太陽熱利用というのが墨で黒々と書かれ

ているのを眼にした。それは非常勤講師の桜井省

吾先生が出されたものだったが，今でも覚えてい

るというのは見えない糸が私を引いていたのかも

知れない。当時は教員の方から卒論のテーマを掲

示して学生を募集するというしきたりはなかった

ように思う。

木村幸一郎先生は建築計画原論の専門で，井上

宇市先生が建築設備の担当であった。私はデザイ

ンにも興味があったが，設計の本質が重要だと考

えて，建築計画原論を勉強しようと心に決めた。

木村先生は採光の研究で学位を取られたが，私に

は「君は熱をやり給え」と言われた。これからエ

ネルギーが大変な問題になることを予見しておら

れたのだと思う。

私の修士論文は日除けの研究で，太陽の動きの

理論なども勉強していた。そんなところから，日

を除けるのではなくて，太陽エネルギーを熱とし

て利用することを私が研究することになったの

は，自然の成り行きのようにも思える。
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写真１　氷川丸出港（1960年８月）・石井洋氏撮影
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□一方，学部のころから東京大学の教養学部で図

学を担当しておられた生田勉先生の研究室に出入

りしていた。建築家としても知られる生田先生は，

遠縁でもあり，お互い比較的近くに住んでいたの

で，私が父の医師の跡を継がず，建築を志したの

には彼の影響もあったと思う。大学院生のころ，

そろそろアメリカへ留学したらいいのに，などと

いう話になって，自然にだんだんその気になって

きた。生田先生は「できたらMIT（マサチューセ

ッツ工科大学）へ行けるといいね。」とも言って

くださった。

博士課程１年生の秋，とりあえずフルブライト

留学生試験を受けてみようということになった。

当時は英会話学校もなく，家で声を出すのも恥ず

かしかったので，英会話の本を頼りに独学で英会

話をマスターしようとしたが，うまくいく筈もな

かった。渡航費，滞在費全額支給というプログラ

ムに応募したが，100倍ぐらいの競争率で案の定

不合格となった。

何とかならないかとフルブライト委員会の事務

所に問い合わせに行ってみたところ，留学から帰

ってきたばかりだった若い女性の留学担当者が親

切に応対してくれた。つっけんどんな日本のお役

所の雰囲気と全く違う。これが豊かさの証明なの

だと思った。私が不合格だったプログラムは次の

年の９月からのもので，もし今から行きたい大学

に直接応募して受け入れが決まり，授業料と滞在

費をその大学で負担することが確定すれば，渡航

費だけ支給される，というプログラムがあると彼

女は言う。その試験は３人に１人ぐらいの倍率で，

同じ９月から入学できるとのこと。その頃は昨今

と違って渡航費を工面する方が大変だった。

全額支給の場合は必ずしも希望の大学に行ける

とは限らないから，この方があなたには向いてい

るでしょうと言ってくれた。ダメモトという言葉

があるが，何しろこうしてちょっとでも可能性の

ある場合には行ったり聞いたりしてみるもんだ，

ということを身をもって感じた。それまでとかく

引っ込み思案の私だったが，それ以来何かにつけ

て，何となく勇気なるものが沸いてくるようにな

ったように思う。

早速，MITの建築学科主任のアンダーソン教授

に直接手紙を書いた。MITにはソーラーハウスの

実験住宅があることを知っていたので，そこで太

陽熱利用の研究をしたいということも書いた。し
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写真２　研究室で木村・井上両先生を囲んでの湯豆腐会，右端が筆者（1959年?）

写真３　早稲田大学太陽熱給湯実験装置（1959～1966年）



ばらくして丁寧な返事を頂き，応募用紙や手続き

の説明などを受け取った。応募した結果は，週の

半分の時間は大学院の授業を聞き，残りの半分を

研究助手として働き，その月給180ドルで生活す

る，という条件で受け入れるというものだった。

こうして1960年の８月末，氷川丸に乗り込み，

12日間の航海の後，シアトル港に着いた。オリエ

ンテーションという言葉も始めて聞いたが，船の

中でアメリカへ帰る人たちからアメリカでの生活

などいろいろためになることを教えてもらった。

食事もアメリカ料理で，レタスやグレープフルー

ツの存在を初めて知ったことも忘れられない。

当時MITには太陽エネルギー研究プロジェクト

があり，寄付者の名を冠したキャボット資金によ

って運営されていた。建築のアンダーソン教授，

化学工学のホッテル教授，機械工学のケイ教授と

ヘッセルシュワート教授，材料学のディーツ教授

などで構成された研究グループの仲間に入れてい

ただいた。今で言う学際的研究組織そのものだっ

た。私は研究員の家族が居住するソーラーハウス

第４号から出てくる計測データの整理の仕事を担

当していた。

□早稲田大学での実験研究では材料の熱伝導率の

測定などを行ったことはあったが，住宅という空

間全体の熱量を測定し，エネルギー収支を求める

というのは初めての経験であった。これは後の私

の研究生活にとって極めて貴重な宝物となった。

〈文献〉

木村建一：MIT Solar House IVの試験結果について，
日本建築学会大会学術講演要旨集，1962年９月，p.199
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スケッチ５　この家の屋根裏部屋に1960年から半年間住んでいた。（自筆・1997年）

写真４　MITソーラーハウス第４号（1958～1961年）
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工業標準化法の改正に伴って，平成17年10月にJISマーク表示制度が民間の登録認証機関による製品認証
制度に移行します。また，それに先立ってJNLA試験制度も新たに試験区分を設定し登録制に移行します。
新制度が国内に広く普及することが望まれており，建材関係の製造業者等にとっては混乱のない移行

が求められることになります。
当財団では，新制度実施にあたりJNLA試験事業者登録及び来たる４月の認証機関の登録申請に向けて

準備を進めており，関係各社に対し，製品認証制度の概要及び登録認証機関申請に向けての当財団の現
状の取組みをご紹介するために，再度説明会を開催することと致しました。新制度の理解と新JISマーク
表示の認証取得に向けてお役立て頂けますようご案内を申し上げます。

記
大阪会場：大阪府商工会館　７階講堂（第１・第２併用）
開催日時：平成17年２月７日（月） 13：00～16：30
募集人数：約300名
（東京会場：すまい・るホール　平成17年２月14日（月）開催は，
定員に達し締切りました。）

○受講料 ：無料
○申込方法：指定のお申込み用紙に必要事項をご記入の上，
FAXでご返信下さい。定員になり次第，締切とさせて頂き
ます。詳細はお申込み受付後，追ってご案内いたします。
（なお，定員を超えた場合，１社２名様に限定させて頂く場
合もございます。予めご了承の程お願い申し上げます。）
申し込み用紙は，http://www.jtccm.or.jp/ よりダウンロードして下さい。

○お問合せ先：標準部標準管理課　担当：上園，田中 TEL:03-3664-9251 FAX:03-3664-9230
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 友泉茅場町ビル８階

中央試験所は，平成16年12月24日付けで我が国
で最初の熱伝導率の校正機関として，NITE認定
センター（IAJapan）から「ASNITE校正」の認定

（認定番号：CG-0002）を取得しました。
ASNITEは，国際基準（ISO/IEC 17025）に基

づき，独立行政法人製品評価技術基盤機構
（NITE）が独自に実施する認定制度です。
当センターは，ASNITEの認定を取得したこと

で国際的に通用する熱伝導率の校正機関となりま
した。
詳細は，本誌次号（２月号）で紹介します。

「新ＪＩＳ法に基づく建築材料分野の製品認証制度」
説明会開催のご案内

－ 登録認証機関（候補）としての認証制度・認証手順の考え方－

主催：財団法人建材試験センター

－我が国初の認定取得－

「ASNITE校正（熱伝導率）」の認定を取得しました
中央試験所

◇講演次第（予定）
1．開会挨拶
2．新JIS法改正のねらい及び建
材試験センターの取組

3．新JIS法による製品認証につ
いて

4．インハウスラボに対する要
求事項の概要

5．質疑応答
6．閉会挨拶

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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ニュース・お知らせ
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ISO 9001・ISO 14001登録事業者

ISO審査本部では，下記企業（16件）の品質マネジメントシステムをISO9001（JIS Q 9001）に基づく審査の

結果，適合と認め平成16年11月５日，19日付で登録しました。これで，累計登録件数は1832件になりました。

ISO 9001（JIS Q 9001）

登録事業者（平成16年11月５日，19日付） ISO 9001（JIS Q 9001）

RQ1817
　　  ＊

RQ1818

RQ1819

RQ1820

RQ1821

RQ1822

RQ1823

RQ1824

RQ1825

2002/03/29

2004/11/05

2004/11/05

2004/11/05

2004/11/05

2004/11/05

2004/11/05

2004/11/05

2004/11/05

2005/03/28

2007/11/04

2007/11/04

2007/11/04

2007/11/04

2007/11/04

2007/11/04

2007/11/04

2007/11/04

株式会社ダイヤコン
サルタント・
北海道支社

株式会社平野木工

有限会社テッセイ

有限会社シンコウ

京相製管株式会社

株式会社花澤工業所

株式会社トーカイ

千葉土質調査株式会
社

株式会社ホクコン

北海道札幌市北区北10条
西2-13-2

熊本県熊本市黒髪3-10-24
<関連事業所>
北部工場

大阪府大阪市鶴見区焼野
1丁目南11-11

愛知県西春日井郡新川町
須ヶ口駅前1-38

千葉県山武郡山武町椎崎
458

千葉県山武郡松尾町大堤
559

熊本県菊池郡泗水町大字
福本865-1
千葉県千葉市若葉区みつ
わ台3-29-4

福井県福井市今市町66-
20-2
<関連事業所>
本社、大阪事務所、関西
営業部（大阪営業所、和歌
山出張所、京都営業所、
滋賀営業所、神戸営業
所、兵庫営業所、和田山
出張所、福知山営業所）、

建設コンサルタント業務及び
地質調査業務（“7.5.2　製造及
びサービス提供に関するプロ
セスの妥当性確認”を除く）
木製建具と木製家具の製造及
び施工（“7.3　設計・開発”、
“7.5.2　製造及びサービス提
供に関するプロセスの妥当性
確認”を除く）
橋梁構造物における鉄筋の加
工及び組立て（“7.3　設計・
開発”、“7.5.2　製造及びサー
ビス提供に関するプロセスの
妥当性確認”を除く）
橋梁構造物における鉄筋の加
工及び組立て（“7.3　設計・
開発”、“7.5.2　製造及びサー
ビス提供に関するプロセスの
妥当性確認”を除く）
プレキャストコンクリートの
設計・開発及び製造（“7.5.2　
製造及びサービス提供に関す
るプロセスの妥当性確認”を
除く）
プレキャストコンクリートの
設計・開発及び製造（“7.5.2　
製造及びサービス提供に関す
るプロセスの妥当性確認”を
除く）
土木構造物の施工（“7.3　設
計・開発”を除く）
地質調査業務（“7.3　設計・
開発”、“7.5.2　製造及びサー
ビス提供に関するプロセスの
妥当性確認”を除く）
プレキャストコンクリートの
設計・開発及び製造（“7.5.2　
製造及びサービス提供に関す
るプロセスの妥当性確認”を
除く）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）
ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

登録番号 登録日 適用規格 有効期限 登録事業者 住　　所 登録範囲
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RQ1817
　　  ＊

RQ1818

2002/03/29

2004/11/05

2005/03/28

2007/11/04

株式会社ダイヤコン
サルタント・
北海道支社

株式会社平野木工

北海道札幌市北区北10条
西2-13-2

熊本県熊本市黒髪3-10-24
<関連事業所>

建設コンサルタント業務及び
地質調査業務（“7.5.2　製造及
びサービス提供に関するプロ
セスの妥当性確認”を除く）
木製建具と木製家具の製造及
び施工（“7 3 設計・開発”

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

登録番号 登録日 適用規格 有効期限 登録事業者 住　　所 登録範囲

RQ1826

RQ1827

RQ1828

RQ1829

RQ1830

RQ1831

RQ1832

2004/11/05

2004/11/19

2004/11/19

2004/11/19

2004/11/19

2004/11/19

2004/11/19

2007/11/04

2007/11/18

2007/11/18

2007/11/18

2007/11/18

2007/11/18

2007/11/18

有限会社沖南建設

増子電気工事株式会
社
大萌建設維持株式会
社

ムサシ建設工業株式
会社
坂口建設株式会社

株式会社永和工業

小川建材工業株式会
社

中国営業部（山陰営業
所、鳥取出張所、島根営
業所）、東海営業部（名古
屋営業所、三河出張所、
岐阜営業所、三重営業
所、静岡営業所）、福井
営業部（福井営業所、小
浜営業所）、北陸営業部
（石川営業所、富山営業
所、滑川営業所）、関東
営業所、武生工場、兵庫
工場
沖縄県糸満市西崎町3-
173
神奈川県藤沢市善行1-23-
6
北海道留萌市末広町1-7-8

東京都台東区東上野1-24-
2　山茂ビル3階
富山県黒部市吉城寺552

香川県仲多度郡琴平町榎
井82-4

千葉県匝瑳郡野栄町新堀
1464-48

建築物及び土木構造物の施工
（“7.3　設計・開発”を除く）
電気設備工事に係る施工（“7.3
　設計・開発”を除く）
土木構造物の施工（“7.3　設
計・開発”を除く）
道路及び河川の維持管理業務
（“7.3　設計・開発”を除く）
植生緑化工事に係る施工（“7.3
　設計・開発”を除く）
土木構造物の施工（“7.3　設
計・開発”を除く）
土木構造物の施工（“7.3　設
計・開発”を除く）
プレストレストコンクリート
橋梁における躯体の施工に伴
う役務（支保工組払い、型枠
・鉄筋の加工及び組み立て、
PC鋼線緊張とその他の作業）
の提供（“7.3　設計・開発”、
“7.5.2　製造及びサービス提
供に関するプロセスの妥当性
確認”を除く）
プレキャストコンクリートの
設計・開発及び製造（“7.5.2　
製造及びサービス提供に関す
るプロセスの妥当性確認”を
除く）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）
ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）
ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）
ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）
ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO 9001:2000（JIS 
Q 9001:2000）

ISO審査本部では，下記企業（９件）の環境マネジメントシステムをISO14001（JIS Q 14001）に基づく審

査の結果，適合と認め平成16年11月27日付けで登録しました。これで累計登録件数は403件になりました。

ISO 14001（JIS Q 14001）

登録事業者（平成16年11月27日付）

＊他の審査登録機関より移転してきた組織のため，他と「登録日」及び「有効期限」が異なっています。

ISO 14001（JIS Q 14001）

登録番号 登録日

RE0395 ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996

2007/11/26 亀井産業グループ 埼玉県熊谷市大字三ヶ尻4236
<関連事業所>
亀井産業株式会社　リサイクル
事業部（東秩父事業所内のRC
プラントを除く）、株式会社熊
谷カーボン

亀井産業グループにおける「産業廃
棄物の処理」、「木材炭化物の製造」、
「産業廃棄物の収集運搬」に係る全
ての活動

適用規格 有効期限 登録事業者 住　　所 登録範囲

2004/11/27
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登録番号 登録日

RE0395 ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996

2007/11/26 亀井産業グループ 埼玉県熊谷市大字三ヶ尻4236
<関連事業所>
亀井産業株式会社　リサイクル
事業部（東秩父事業所内のRC
プラントを除く）、株式会社熊
谷カーボン

亀井産業グループにおける「産業廃
棄物の処理」、「木材炭化物の製造」、
「産業廃棄物の収集運搬」に係る全
ての活動

適用規格 有効期限 登録事業者 住　　所 登録範囲

2004/11/27RE0396

RE0397

RE0398

RE0399

RE0400

RE0401

RE0402

RE0403

ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996
ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996
ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996
ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996
ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996
ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996

ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996

ISO 
14001:1996／
JIS Q 
14001:1996

2007/11/26

2007/11/26

2007/11/26

2007/11/26

2007/11/26

2007/11/26

2007/11/26

2007/11/26

株式会社小林組

松本解体工業

株式会社リサイク
ルマツモト

多摩電気工事株式
会社
本社及び八王子支
社
株式会社インテリ
アスケープ
荒川分室

株式会社呉屋組

有限会社呉開発

株式会社伊良部建
設

愛媛県越智郡波方町大字波方乙
415-81

石川県金沢市湊2-120-1

石川県金沢市湊2-120-1

東京都日野市旭が丘3-1-10

東京都荒川区荒川5-4-3

沖縄県糸満市西崎町5-10-12

沖縄県那覇市古波蔵4-13-48
<関連事業所>
糸満営業所

沖縄県石垣市登野城五五一

株式会社小林組及びその管理下にあ
る作業所群における「土木構造物の
施工」に係る全ての活動

松本解体工業における「建設物の解
体工事」、「産業廃棄物の収集運搬」
に係る全ての活動

株式会社リサイクルマツモトにおけ
る「産業廃棄物の中間処理業」、「再
生砕石の販売」に係る全ての活動

多摩電気工事株式会社　本社及び八
王子支社とその管理下にある作業現
場における「架空配電線工事及び電
気・通信工事」に係る全ての活動
株式会社インテリアスケープ及びそ
の管理下にある作業所群における「造
園工事及び緑地管理業務」、「貸し
鉢等の納品業務」に係る全ての活動
株式会社呉屋組及びその管理下にあ
る作業所群における「建築物及び土
木構造物の施工」に係る全ての活動
（但し、建築物については「一戸建
住宅」を除く）
有限会社呉開発及びその管理下にあ
る作業所群における「建築物及び土
木構造物の施工」に係る全ての活動
（但し、建築物については一戸建住
宅を除く）
株式会社伊良部建設及びその管理下
にある作業所群における「土木構造
物の施工」に係る全ての活動

2004/11/27

2004/11/27

2004/11/27

2004/11/27

2004/11/27

2004/11/27

2004/11/27

2004/11/27

登録事業者（平成16年11月27日付）

OHSAS18001登録事業者
ISO審査本部では，下記企業について，労働安全衛生マネジメントシステム規格OHSAS18001による審

査登録制度に基づき審査した結果，適合と認め平成16年11月27日付けで１件登録しました。

OHSAS18001

RS0015 2004/11/27 2007/11/26 株式会社槇峯建設 奈良県高市郡高取町大字
丹生谷1061

株式会社槇峯建設及びその管
理下にある作業所群における
「建築物並びに土木構造物の
設計及び施工」に係る全ての
活動

OHSAS 18001:1999

登録番号 登録日 適用規格 有効期限 登録事業者 住　　所 登録範囲
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ニュース・お知らせ／ISO 9001／ISO 14001／性能評価／JISマーク

建築基準法に基づく性能評価書の発行

性能評価本部では，平成16年11月１日から11月30日までの36件について，建築基準法に基づく構造方法

等の性能評価を終え，性能評価書を発行しました。これで，累計発行件数は1942件となりました。なお，

性能評価を完了した案件のうち，掲載を希望された案件は次のとおりです。

建築基準法に基づく性能評価終了案件（平成16年11月１日～平成16年11月30日）

枠付き構造用合板パネルはめ込み木造軸
組耐力壁
パルプ混入／フライアッシュ・せっこう
板の性能評価
グラスウール充てん／両面ガラス繊維不
織布入せっこう板・溶融亜鉛めっき鋼板
張／木質パネル造間仕切壁の性能評価
複層ガラス入木・アルミニウム合金複合
製内開き内倒し窓の性能評価

硬質ウレタンフォーム裏張塗装アルミニ
ウム合金板・アスファルトルーフィング・
合板表張／木製下地屋根の性能評価
合わせガラス入ペーパーコア充てん鋼製
片開き戸の性能評価

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗
装／亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレート
フォーム表張／せっこうボード裏張／鉄
骨造外壁の性能評価
ケーブル／片面アクリル系樹脂塗装ロッ
クウール保温板・アクリル系樹脂充てん
／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）
の性能評価
ケーブル・電線管／両面アクリル系樹脂
塗装ロックウール保温板・アクリル系樹
脂充てん／壁耐火構造／貫通部分の性能
評価
ＡＬＣパネル／両面ポリプロピレン系不
織布・無機繊維フェルト合成被覆／鋼管
柱の性能評価

ナイロン繊維植毛裏張塗装溶融亜鉛めっ
き鋼板製折板屋根の性能評価

普通ポルトランドセメントを主な材料と
した設計基準強度33N/mm２～57N/mm２
のコンクリートの品質性能評価

プレウォール

ジスカル

ミサワホーム界壁
ＱＦ045ＢＰ－Ｃ

四季の窓　ドレー
キップ　<内開き・
内倒し>
センター横暖ルー
フ

鋼板製防火戸（窓
付片開き玄関ド
ア）
センタースパン

ＣＦＳボード工法

ヒルティ　ファイ
ヤーストップ　
セーフティボード

ＡＬＣ・巻兵衛－
Ｓ　Ｃ１（ニチア
ス株式会社　建材
事業本部）ロック
カバーＡＬＣ合成
　Ｃ－１ｂ（株式
会社エーアンド
エーマテリアル）
ボルカノファイ
バー　Ｖガード
（日東紡績株式会
社）
馳締め形折板

　　　 －

原野製材株式会社

株式会社ノザワ

ミサワホーム株式
会社

綿半鋼機株式会社

株式会社チュー
オー

ティアール建材株
式会社

株式会社チュー
オー

株式会社シー・エ
フ・エス

日本ヒルティ株式
会社

ニチアス株式会社
　建材事業本部／
株式会社エーアン
ドエーマテリアル
／日東紡績株式会
社

三晃金属工業株式
会社

株式会社淺沼組東
京本店／　豊川工
業株式会社

木造の軸組の倍
率
不燃材料(20分)

準耐火構造　耐
力壁　45分

防火戸その他の
防火設備

市街地火災を想
定した屋根の構
造
防火戸その他の
防火設備

防火構造　耐力
壁　30分

区画貫通給排水
管等　60分

区画貫通給排水
管等　60分

耐火構造 柱　
60分

耐火構造 屋根
　30分

指定建築材料

令第46条第4項
表１の(八)項
法第2条第九号(令
第108条の2)
法第2条第七号
の二

法第2条第九号
の二ロ

法第63条

法第2条第九号
の二ロ

法第2条第八号

令第129条の2の
5第1項第七号ハ

令第129条の2の
5第1項第七号ハ

法第2条第七号(令
第107条第一号)

法第2条第七号(令
第107条第一号
及び第三号)
法第37条第二号

2004/11/25

2004/11/5

2004/11/1

2004/11/16

2004/11/16

2004/11/16

2004/11/16

2004/11/19

2004/11/24

2004/11/17

2004/11/19

2004/11/25

03EL592

04EL174

04EL203

04EL231

04EL236

04EL237

04EL241

04EL244

04EL245

04EL251

04EL260

04EL261

受付番号 完了日 性能評価の区分 性能評価の項目 件　名 商品名 申請者名
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建材試験センターニュース建材試験センターニュース

枠付き構造用合板パネルはめ込み木造軸
組耐力壁
パルプ混入／フライアッシュ・せっこう
板の性能評価

プレウォール

ジスカル

原野製材株式会社

株式会社ノザワ

木造の軸組の倍
率
不燃材料(20分)

令第46条第4項
表１の(八)項
法第2条第九号(令
第108条の2)

2004/11/25

2004/11/5

03EL592

04EL174

受付番号 完了日 性能評価の区分 性能評価の項目 件　名 商品名 申請者名

集成材の性能評価

普通ポルトランドセメントを主な材料と
した設計基準強度42N/mm２～51N/mm２
のコンクリートの品質性能評価
網入板ガラス入鋼製引き戸の性能評価

普通ポルトランドセメントを主な材料と
した設計基準強度39N/mm２～60N/mm２、
中庸熱ポルトランドセメントを主な材料
とした設計基準強度 3 9 N / m m２～
60N/mm２及び低熱ポルトランドセメン
トを主な材料とした設計基準強度
39N/mm２～60N/mm２のコンクリートの
品質性能評価

　　　 －

　　　 －

　　　 －

　　　 －

株式会社光通商

東急建設株式会社
／六会コンクリー
ト株式会社
株式会社東洋ハイ
ドロエレベータ
株式会社内山アド
バンス

令第20条の5第4
項に該当する建
築材料
指定建築材料

遮煙性能を有す
る防火設備
指定建築材料

令第20条の5第4
項

法第37条第二号

令第112条第14
項第二号
法第37条第二号

2004/11/10

2004/11/16

2004/11/15

2004/11/10

04EL299

04EL300

04EL303

04EL320

この他，10月までに完了した案件のうち，これまで掲載できなかった案件は次のとおりです。

グラスウール保温板充てん／木繊維混入
セメントけい酸カルシウム板・火山性ガ
ラス質複層板表張／せっこうボード重裏
張／木製軸組造外壁の性能評価

酸化アルミニウム・二酸化けい素繊維フェ
ルトの性能評価

ダイライトMS準
耐火工法

インコムサポート

大建工業株式会社

株式会社コスモ

耐火建築物とす
ることを要しな
い特殊建築物の
主要構造部　耐
力壁60分
不燃材料(20分)

令第115条の2の
2第1項第一号

法第2条第九号(令
108条の2)

2004.10.21

2004.10.15

04EL212

04EL230

受付番号 完了日 性能評価の区分 性能評価の項目 件　名 商品名 申請者名

JISマーク表示認定工場

認定検査課では，下記工場をJISマーク表示認定工場として認定しました。これで，当センターの認定

件数は146件になりました。

JISマーク表示認定工場（平成16年11月11日，11月22日付）

3TC0413

1TC0402

6TC0404

レディーミクス
トコンクリート

レディーミクス
トコンクリート

レディーミクス
トコンクリート

有限会社渋谷建材鴨田工場

有限会社ケイオーコンクリート

興繕セキシン株式会社広島西工場

埼玉県川越市鴨田3440-1

北海道帯広市大正町基線
50-6

広島県広島市佐伯区五日
市町石内486

Ａ５３０８
レディーミクストコンクリート
普通コンクリート・舗装コンクリ
ート
Ａ５３０８
レディーミクストコンクリート
普通コンクリート・舗装コンクリ
ート
Ａ５３０８
レディーミクストコンクリート
普通コンクリート・舗装コンクリ
ート

認定番号 認定年月日 指定商品名 認定工場名 住　　所 認定区分

2004/11/11

2004/11/22

2004/11/22

〔*印は追加認定〕
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中古，築年制限緩和へ

自民党税制調査会

自民党税制調査会は，中古住宅購入の際，住宅ロ
ーン減税を適用する築後年数の要件を2005年度改正
で緩和する検討に入った。現在，マンションなら建
築後25年以内，木造住宅なら同20年以内としている
要件を延長・撤廃する方向で調整する。安全性確保
の観点から，耐震検査によって，1981年の抜本改正
で厳しくした耐震基準を満たしている住宅を対象と
する方針。社会資本としての住宅の耐用年数を延ば
すことも狙う。
東日本不動産流通機構の調べによると，建築後25

年を越すマンションの成約件数に占める割合は，
1993年の1.1%から2003年には17.7%と10年間に大幅
に増加。古くても良質な中古住宅のニーズは急速に
高まっている。

2004.12.4 日本経済新聞

リフォーム・リニューアル2015年に32兆円市場

三菱総合研究所

三菱総合研究所エネルギー技術研究部は，「リフ
ォーム・リニューアル市場の将来予測」をまとめた。
それによると，住宅，非住宅(民間，公共合計)を合
わせたリフォーム・リニューアル市場は，2000年の
26.2兆円から，2005年には28.2兆円，10年には30.8
兆円，15年には32.0兆円となり，この間年平均1.3%
の伸びを示すと試算している。工事別では，改修が
年平均1.9%と最も伸び率が高い。
報告書は，リフォーム・リニューアル市場を「建

築物の機能の低下速度を抑制したり，機能を向上さ
せることにより，建築物の物理的・社会的寿命を延
ばす活動およびその周辺活動により形成される市
場」と定義している。

2004.11.11 建設通信新聞

首都直下地震の震度分布図作成

首都直下地震対策専門調査会・地震WG

中央防災会議で首都直下地震の対策を検討してい
る首都直下地震対策専門調査会地震ワーキンググル
ープは，首都直下で起こりうる大地震の選定とそれ
ぞれの地震動の強さを検討した結果を中央防災会議
に報告した。地震発生の確率と首都機能の重要性を
勘案して，断層ごとに「応急対策の対象とする地震」
と「予防対策の対象とする地震」に区分けしている。
予防対策，応急対策それぞれの地震の震度分布図も
作成しており，今後，これをもとに専門調査会が人
的・物的被害の予測や施設の耐震化などの予防対
策，発生時の応急対策などを検討する。検討結果は，
「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」や「南
関東地域震災応急対策活動要領」の見直しに反映さ
れる。

2004.11.18 建設通信新聞

環境ISO認証厳格化

国際標準化機構

国際的に流通するモノやサービスの規格・標準を
制定する国際標準化機構(ISO，本部ジュネーブ)は，
企業の環境活動に関する国際規格の「IS014001」を
8年ぶりに抜本改訂する。
現在のIS014001は，企業活動の一部が一定の環境

基準をクリアすれば認証を取得できる仕組み。実質
的には事業所ごとの認定に近い。改訂後は事業所ご
との認定ではなく企業が経営として環境対策に取り
組むことを要求，一定の基準をクリアすることが原
則になる。基準強化で企業側は対応を迫られる公算
が大きいが，企業に環境対策の強化を促すのが狙い。
IS014001は1996年に発効。国内では約1万6千件の

取得がある。
2004.11.15 日本経済新聞

情報ファイル情報ファイル

ニュースペーパー
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ニュースペーパー／外部情報

歴史踏まえた地区計画求む

日本建築学会

日本建築学会は，「都市建築の発展と制御」と題
した提言案を公表した。提言は，経済成長とモータ
リゼーションの負の側面として，豊かで魅力的な都
市空間が実現していない現状の反省を前提にしてい
る。公共空間・緑地の創出に貢献できる建築の在り
方と取り組むべき課題について「都市建築の制御」
という概念で提言しており，都市空間の質を高める
手法の導入を指摘，歴史を踏まえた建築物の携帯や
意匠を地区計画に盛り込むことを求めた。
都市建築の発展と制御は，秋山会長が提案した最

重要課題。経済優先で，ここの建築物が都市環境の
維持・保全に貢献してこなかったことの反省に立っ
ている。

2004.11.24 建設通信新聞

不動産をネット公売

東京都省

東京都は来年4月，地方税の滞納者から差し押さ
えた住宅などの不動産をインターネットで公売す
る。税収の落ち込みを補うのが狙いで，地方自治体
で初の試み。
都はヤフーと共同でシステムを開発。同社が運営

する国内最大のオークションサイト「ヤフーオーク
ション」に専用のホームぺージを開設する。参加者
は見積価格の一割の保証金を事前に支払い，一週間
の入札期間中に入札。値段がつり上がるオークショ
ン(競売)方式は避け，参加者が一回だけ入札して最
高価格を提示した人が落札する仕組みを採用。他の
参加者が提示した金額も分からないようにする。都
は誰でも参加できるネット公売で売却が進むと期待
している。

2004.11.16 日本経済新聞

施工マニュアルで有害化学物質の影響軽減

国土交通省

国土交通大臣官房官庁営繕部は，建材などに含ま
れる有害化学物質による健康への影響を軽減するた
めの施工手順などを盛り込んだマニュアルを，2004
年度末にも作成する。建材などに含まれるホルムア
ルデヒドなどの化学物質については，2002年の建築
基準法改正や2003年の日本工業規格(JIS)，日本農林
規格(JAS)の改定によって一定の抑制がなされてい
る。マニュアルには，いわゆるシックハウスの基本
的な知識のほか，材料，工法の選定方法，現場での
換気方法，維持管理の手引きなどを盛り込む予定。

2004.11.10 建設通信新聞
（文責：企画課田口）

東京理科大学21世紀COEプログラム
「先導的建築火災安全工学の推進拠点」

第２回国際シンポジウム開催

後援 （社）日本火災学会
（財）建材試験センターなど

東京理科大学では，2005年３月７日(月)～３月９日
(水)の３日間の日程で，21世紀COEプログラム「先導的
建築火災安全工学の推進拠点」第２回国際シンポジウム
を開催いたします。本シンポジウムでは，第1日目は国
内外から招聘したご来賓，そして，主要大学の先生方の
ご講演を頂きます。第２日目は，SFPE（防火技術者協
会）の国内外のメンバーにより，防火技術者の職能に関
するご講演を頂きます。第３日目は，火災安全工学研究
に関する最新の成果報告を口頭発表形式で実施いたしま
す。本会会員の方はもとより，非会員の方々にも多数ご
参加くださいますようご案内申し上げます。
詳細プログラムは，下記をごらんください。
http://www.rs.noda.tus.ac.jp/coe-fire/index.html

□シンポジウムに関するお問い合わせ

東京理科大学21世紀COEプログラム
第2回国際シンポジウム事務局　平田理栄
E-mail：coe-fire@rs.noda.tus.ac.jp
Tel：04-7124-1501（内線5036） Fax：04-7123-9763

外部情報
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せん断試験／守屋嘉晃

吸放湿試験／田坂太一
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わが国経済は景気回復軌道に乗ってはいるが，最近の経済指

標をみると，例えば，2004年７月～９月期の実質経済成長率は

前期比0.1％増（年率0.3％増），2004年10月の鉱工業生産は前月

比1.3％低下，最近の個人消費及び雇用の伸び悩み等から，現在

の景気は踊り場（景気回復中の景気停滞）にあると思われる。

しかし，アメリカをはじめ世界経済は，若干の不安材料はある

ものの成長軌道に乗っているので，わが国も早晩，踊り場を脱

し景気回復軌道に復帰すると思われる。

そのような状況のもとで，本年の建築関係の景況はどのよう

になるのであろうか。建築需要は景気回復及び税制措置等によ

り平成14年を底として平成15年から回復基調にある。この傾向

は本年も継続するであろう。材料高騰の課題はあるが，コスト

低減対策はおおむね実行されているので，省エネ，安全・快適，

環境配慮等の高付加価値化の建築部材，建築物のシェアーが景

況の決め手となると思われる。

この観点から，高付加価値化と密接不可分な品質保証の充実

も図る必要があると思われる。

（青木）

ご購読ご希望の方は，上記㈱工文社
までお問い合せ下さい。

最近見た映画「HERO」は十歩の距離で相手を一撃でた

おせる必殺術“十歩必殺剣”を極めた刺客と秦の始皇帝の

生死をかけた緊迫した対話の場面を見せてくれました。「戦

乱の世を治めないと民の苦痛が癒えない。天下を統一して

こそ民が幸せになる」との明確な理想をもった君主を最も

理解していたのは皇帝の臣下ではなく，幼いころ戦乱の中

で秦の兵に家族の命を奪われた刺客であったとのストーリ

ーです。「戦乱の世を統一して天下太平とすることが，民の

幸せとなる」との大義のもと文字と度量衡を統一した始皇

帝に国際標準化の本質の一端を見ることが出来ました。

今月号は新JIS制度の特集として，経済産業省の原山審議

官，日本建材産業協会の富田専務理事，当センターの岩田

理事長の３人による新春座談会で，新JISマーク制度の意味，

多面的な影響・効果について話をしていただきました。

（町田）
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